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地方公共団体における

犯罪被害者等支援団体等に対する援助の状況について

             平 成 1 8 年 ８ 月 ３ 日

内閣府犯罪被害者等施策推進室

地方公共団体における犯罪被害者等支援団体等（支援団体）に対する援助の状況につ

いて、本年６月５日から 7 月 14 日にかけて当室において 47 都道府県・15 政令指定都
市（政令市）を対象に実施し、その結果を取りまとめた。概要は以下のとおり。

Ⅰ．財政的援助について

１．犯罪被害全般を対象とする支援団体

・34 都道府県・３政令市で財政的援助を実施（平成 18 年度実施予定のものも含む。

以下同じ。）。

・財政的援助を受けている支援団体は、延べ 37 団体(※１)。うち 36 団体(※2 )は全国被
害者支援ネットワーク加盟団体又は加盟予定団体。

（※1）（社）みやぎ被害者支援センター、（社）被害者サポートセンターあいち、（社）京都犯罪被

害者支援センターは、県・政令市双方から財政的援助を受けている。

（※２）非加盟団体として、ＮＰＯ法人おかやま犯罪被害者サポート・ファミリーズが財政的援助

を受けている。

・支出形態は、補助金、委託料、負担金、報償金、会費、寄付となっている。

・警察を通じた援助が大半だが、５府県・３政令市（茨城県、群馬県、神奈川県、京

都府、岡山県、京都市、仙台市、名古屋市）では警察以外の担当課を通じて援助を

実施。公募企画型の事業により援助を行っている事例（神奈川県、岡山県）もあり。

・対象事業は、相談・面談、広報啓発、人材育成が中心。18 府県市では付き添い、

10府県市では情報提供、10県市では自助グループへの援助を対象としている。12

府県市では運営管理一般も対象としている。

・金額の上限等について特に定めのない地方公共団体が多いが、一定額の上限を定め

ているもの、対象となる事業経費全体の何割以内といった形で定めているもの、事

業類型別に上限等を定めているものもある。

・援助額（実績）は、１団体当たり 1,600万円から 20万円までとかなり幅がある。

２．特定分野の被害類型を対象とする支援団体

   24都道府県、5政令市で財政的援助を実施。

（１）性被害、ＤＶ、児童虐待

・男女共同参画課やこども家庭課等を通じて援助が行われている。
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・性被害を対象とする支援団体への財政的援助の事例（沖縄県）もあり（強姦救援セ

ンター・沖縄：補助金 130万円（平成 17年度実績））。

・DVを対象とする支援団体は、一時保護に係る援助が中心。支出形態は、川崎市を除き

委託料、補助金。援助額（実績）は、１団体当たり 2,300万円から 2万円とかなり

幅がある。

・人身取引を支援対象とする団体への財政的援助の事例（東京都）もあり（（財）「女

性の家 HELP」：補助金 720万円（平成 17年度実績））

（２）その他

・８県１市において、交通事故、消費者被害を対象とする支援団体に対し財政的援助

を実施。交通事故では遺族会への財政的援助の事例（奈良県）もあり（奈良県交通

災害遺族会：補助金約 41万円（平成 17年度実績））。

Ⅱ．財政的援助以外の援助について
１．犯罪被害全般を対象とする支援団体

35都道府県、３政令市で財政的援助以外の援助を実施。

（１）広報啓発への協力

ほとんどの地方公共団体でポスター掲示やリーフレットの配付、講演会、シンポジ

ウムへの講師派遣等を実施。警察による協力が大半。

（２）人材養成への協力

ほとんどの地方公共団体でセンターが開催する各種研修会、ボランティア養成講座

に対する講師派遣等を実施。警察による協力が大半であるが、精神保健センター等福

祉部局による協力の事例（秋田県、兵庫県、京都市）もある。

（３）情報提供

早期援助指定団体に対する被害者情報の提供を含め警察による情報提供が大半であ

る。知事部局にて情報交換の場を設け意見交換を行っている事例（大阪府、岡山県）、

精神保健センター等福祉部局による協力事例（秋田県、新潟県、兵庫県）もある。

（４）事務所等の提供

７団体(※)に対し、施設や庁舎の一部を事務所等として提供。
（※）（社）支援センターとちぎ、にいがた被害者支援センター、特定非営利活動法人長野犯罪

被害者支援センター、おうみ支援センター、特定非営利活動法人紀の国支援センター、（社）

被害者サポートセンターおかやま、（社）熊本県犯罪被害者支援センター

２．特定分野の被害類型を対象とする支援団体

・18府県、２政令市にて財政的援助以外の援助を実施。

・ＤＶ・児童虐待を対象とする支援団体に対して、男女共同参画課やこども家庭課等

を通じて、広報啓発・人材育成への協力、情報提供等が行われている。

・交通事故や消費者被害を対象とする支援団体に対して、所要の協力を行っている事
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例もあった。

Ⅲ．市区町村における取組
本調査では、管下市区町村における取組について、把握しているものに限り報告を求

めたところ、主に以下のような取組が報告された。

・県の被害者支援センターに対する負担金・寄付金・補助金の支出

・県の被害者支援センターの会員となり会費を負担
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○
○
○

○

犯
罪
等
の
被
害
者
か
ら
の
電
話
又
は
面
接
に
よ
る
相
談
の
対

応
、
情
報
の
提
供
及
び
助
言
等

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
裁
定
の
申
請
の
補
助

裁
判
所
、
病
院
、
警
察
等
へ
の
付
添
い
及
び
生
活
上
の
援
助

等
を
希
望
す
る
被
害
者
等
か
ら
の
依
頼
に
基
づ
く
役
務
の
提

供 被
害
者
支
援
の
必
要
性
等
に
関
す
る
広
報
、
啓
発
及
び
被
害

者
等
の
支
援
に
関
す
る
調
査
、
研
究

相
談
員
及
び
直
接
支
援
員
の
相
談
業
務
等
に
関
す
る
知
識
、

技
術
の
向
上
を
図
る
た
め
の
研
修
等

被
害
者
支
援
員
の
代
理
被
害
や
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
を
防
止
す
る

た
め
、
心
理
療
法
的
見
地
か
ら
の
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
に
よ
る

指
導
・助
言
の
実
施

２
・３
・４
・６
・８
の

業
務
を
処
理
す
る

た
め
の
経
費
と
し

て
、
相
談
員
１
人

時
給

80
0円
、
７
・

10
の
業
務
を
行
う

た
め
の
講
師
等

の
経
費
と
し
て
、
１

時
間

7,
10

0円
、
６

の
業
務
の
中
で
、

無
償
で
県
民
を
対

象
と
す
る
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
・講
演
等

を
開
催
す
る
経
費

と
し
て
上
限

34
8,

00
0円

5,
43

8
18

東
京
都
社
団
法
人
被
害
者
支
援
都

民
セ
ン
タ
ー

補
助
金

東
京
都
補
助
金
等
交

付
規
則

警
視
庁
総
務

部
企
画
課
犯

罪
被
害
者
支

援
室

犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
に
指
定

○
機
関
誌
、
小
冊
子
の
作
成
、
広
報
用
ポ
ス
タ
ー
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

の
作
成
、
車
内
広
告
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催

16
,0

52
18

2



1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
主
な
内
容

金
額
の
上
限
等

援
助
額

（千
円
）

根
拠
規
程

地
方
公
共

団
体
名

対
象
事
業

⇒
1.
運
営
管
理
一
般
、

2.
相
談
・面
談
、

3.
情
報
提
供
、

4.
付
き
添
い
、

5.
保
護
、

6．
広
報
啓
発
、

7.
人
材
養
成
、

8.
調
査
研
究
、

9.
自
助
グ
ル
ー
プ
へ
の
支
援
、

10
.そ
の

他
、

11
．
な
し
（特
定
の
事
業
を
定
め
ず
会
費
等
を
支
出
）

担
当
課
室

支
援
団
体
等
名

年
度
実
績

支
出
形
態

援
助
の
資
格
要
件

負
担
金

・か
な
が
わ
ボ
ラ
ン
タ

リ
ー
活
動
推
進
基
金

21
条
例

・協
働
事
業
負
担
金
交

付
要
領

か
な
が
わ
県

民
活
動
サ

ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー

次
の
す
べ
て
の
要
件
に
該
当
す
る
団
体
・個
人

①
不
特
定
か
つ
多
数
の
も
の
の
利
益
の
増
進
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
非
営
利
の
事
業
（い
わ
ゆ
る

宗
教
活
動
、
政
治
活
動
、
選
挙
活
動
を
目
的
と
す
る
事

業
は
除
く
。
）に
自
主
的
に
取
り
組
む
特
定
非
営
利
活

動
法
人

②
法
人
格
を
持
た
な
い
団
体
及
び
個
人
活
動
拠
点
を

県
内
に
有
す
る
こ
と

③
継
続
し
た
活
動
が
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

○
○

○
被
害
者
の
精
神
的
立
ち
直
り
を
支
援
す
る
た
め
の
電
話
相
談
・

面
接
相
談
事
業
、
相
談
員
・被
害
者
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
研

修
及
び
養
成
事
業
、
被
害
者
自
助
グ
ル
ー
プ
の
支
援
事
業

対
象
と
な
る
事
業

に
要
す
る
経
費

（団
体
の
事
務
所

の
賃
借
料
、
光
熱

水
費
等
の
管
理

費
は
原
則
と
し
て

対
象
外
）か
ら
、

国
又
は
地
方
公

共
団
体
の
他
の

補
助
金
等
を
控

除
し
た
額
と

1,
00

0
万
円
の
い
ず
れ

か
低
い
額
を
上
限

と
し
て
負
担

5,
00

0
今
年
度
で

終
了

18

委
託
料

-
警
察
本
部
警

務
部
警
務
課

被
害
者
対
策

室

-
○

臨
床
心
理
士
派
遣
事
業

-
32

0
18

新
潟
県
に
い
が
た
被
害
者
支
援
セ

ン
タ
ー

委
託
料

新
潟
県
犯
罪
の
な
い

安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ

く
り
条
例

警
察
本
部

広
範
多
岐
に
わ
た
る
被
害
者
の
要
望
・相
談
に
応
じ
、

中
・長
期
的
に
及
ぶ
被
害
者
支
援
、
潜
在
的
被
害
者

の
支
援
に
対
応
で
き
る
団
体

○
○

支
援
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
相
談
員
の
育
成

71
2

18

富
山
県
と
や
ま
被
害
者
支
援
セ
ン

タ
ー
（仮
称
）９
月
設
立
予

定
補
助
金

富
山
県
補
助
金
等
交

付
規
則

県
警
察
本
部

警
務
課

○
○
○
○

○
○

事
務
局
人
件
費
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
相
談
員
養
成
費
用

38
19
千
円

3,
81

9
18

補
助
金

○
○

○
○

事
務
局
職
員
人
件
費
、
光
熱
水
費
、
通
信
費
、
事
務
費
・電
話

相
談
、
面
接
相
談
手
当
・会
報
誌
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
・図
書
購

入
費
、
他
県
研
究
会
参
加
費

な
し

1,
14

0
17

委
託
料

○
○
○

人
件
費
・事
務
室
使
用
料
・講
演
開
催
・研
修
講
師
謝
金
、
講

師
旅
費
、
テ
キ
ス
ト
費
等

な
し

1,
80

0
17

福
井
県
特
定
非
営
利
活
動
法
人
福

井
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
委
託
料

地
方
自
治
法
施
行
令

第
16

7条
の

2第
2号
、

犯
罪
被
害
者
等
基
本

法
第

22
条

警
察
本
部
警

務
課

定
款
に
被
害
者
支
援
に
係
る
広
報
啓
発
事
業
を
掲
げ

て
い
る
こ
と

○
県
民
に
被
害
者
支
援
の
必
要
性
を
訴
え
、
被
害
者
支
援
へ
の

意
識
啓
発
を
目
的
と
し
た
被
害
者
支
援
意
識
普
及
事
業
を
委

託
す
る
も
の

な
し

58
0

17

長
野
県
特
定
非
営
利
活
動
法
人
長

野
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン

タ
ー

補
助
金

な
し
（信
州
モ
デ
ル
創

造
枠
事
業
で
実
施
）

警
察
本
部
警

務
部
警
務
課

犯
罪
被
害
対

策
室

長
野
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
に
対
し
、
直
接
補

助
○

○
電
話
相
談
、
面
接
相
談
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
病
院
、
警
察
、
裁

判
所
等
へ
の
付
き
添
い

事
業
費
の

1/
2を

補
助
、
上
限
は

1,
50

0千
円

1,
50

0
18

岐
阜
県
ぎ
ふ
犯
罪
被
害
者
支
援
セ

ン
タ
ー

補
助
金

岐
阜
県
補
助
金
等
交

付
規
則

警
察
本
部
総

務
室
広
報
県

民
課

法
人
格
な
し
。
規
程

:ぎ
ふ
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン

タ
ー
会
則

○
○
○
○

電
話
相
談
、
会
報
発
行
、
講
演
会
開
催
、
広
報
啓
発
活
動
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
養
成
・相
談
員
の
研
修
開
催
、
支
援
活
動
に
関

す
る
調
査

1,
50

0
16 17 18

委
託
料

業
務
委
託
処
理
要
領

○
○

人
件
費
、
家
賃
（一
部
）、
通
信
運
搬
費
、
消
耗
品
費
等
、
電
話

相
談
、
面
接
相
談
、
ｶｳ
ﾝｾ
ﾘﾝ
ｸﾞ

3,
30

0千
円

3,
22

1
17

委
託
料

犯
罪
被
害
者
等
支
援

意
識
普
及
啓
発
業
務

委
託
要
領

○
○

各
種
広
報
媒
体
を
活
用
し
た
被
害
者
支
援
の
意
識
普
及
啓
発

活
動
、
犯
罪
被
害
者
等
支
援
推
進
員
（ﾎ
ﾗ゙ﾝ
ﾃ
ｨｱ
）を
養
成
す

る
た
め
の
講
座
を
開
講

1,
70

0千
円

1,
63

1
17

警
察
本
部
警

務
部
県
民
支

援
相
談
課
被

害
者
支
援
室

静
岡
県

石
川
県

特
定
非
営
利
活
動
法
人
神

奈
川
被
害
者
支
援
セ
ン

タ
ー

神
奈
川
県

特
定
非
営
利
活
動
法
人
石

川
被
害
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー

特
定
非
営
利
活
動
法
人
静

岡
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン

タ
ー

警
察
県
民
セ

ン
タ
ー
犯
罪
被

害
者
対
策
室

【規
程
関
係
】守
秘
義
務
・支
援
活
動
に
関
す
る
規
程

の
制
定

【活
動
実
績
】犯
罪
被
害
者
等
の
被
害
回
復
や
軽
減

に
資
す
る
こ
と
及
び
地
域
安
全
や
人
権
擁
護
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
に
設
立
さ
れ
た
県
内
唯
一
の
団
体

3



1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
主
な
内
容

金
額
の
上
限
等

援
助
額

（千
円
）

根
拠
規
程

地
方
公
共

団
体
名

対
象
事
業

⇒
1.
運
営
管
理
一
般
、

2.
相
談
・面
談
、

3.
情
報
提
供
、

4.
付
き
添
い
、

5.
保
護
、

6．
広
報
啓
発
、

7.
人
材
養
成
、

8.
調
査
研
究
、

9.
自
助
グ
ル
ー
プ
へ
の
支
援
、

10
.そ
の

他
、

11
．
な
し
（特
定
の
事
業
を
定
め
ず
会
費
等
を
支
出
）

担
当
課
室

支
援
団
体
等
名

年
度
実
績

支
出
形
態

援
助
の
資
格
要
件

民
間
電
話

相
談
員
報

償
金

○
電
話
相
談

90
0

18

民
間
面
接

相
談
員
報

償
金

○
面
接
相
談

48
0

18

研
修
費

○
相
談
員
に
対
す
る
研
修

23
0

18

三
重
県
社
団
法
人
み
え
犯
罪
被
害

者
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

補
助
金

警
察
関
係
補
助
金
交

付
要
綱

県
警
本
部
広

聴
広
報
課
被

害
者
対
策
室

な
し

○
○
○
○

電
話
相
談
、
面
接
相
談
、
会
報
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
養
成
講
座
、
被
害
者
調
査

事
業
費
予
算
額

の
　

50
％
以
内

5,
00

0
18

京
都
府
社
団
法
人
京
都
犯
罪
被
害

者
支
援
セ
ン
タ
ー

補
助
金

補
助
金
等
の
交
付
に

関
す
る
規
則

安
心
・安
全
ま

ち
づ
く
り
推
進

室

早
期
援
助
団
体
：定
款
、
事
務
処
理
規
則
、
相
談
事
業

に
関
す
る
規
則
、
直
接
的
支
援
事
業
実
施
要
領

○
○

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
・ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
養
成
研
修

50
0千
円

50
0

15
 1

6
17

 1
8

報
償
費
な

ど
民
間
被
害
者
相
談
員

制
度
運
用
要
領

府
警
察
本
部

総
務
部
府
民

応
接
セ
ン
タ
ー

○
○
○

○
電
話
相
談
、
関
係
支
援
機
関
・団
体
に
対
す
る
情
報
提
供
、
裁

判
所
等
へ
の
付
き
添
い
、
生
活
上
の
援
助

委
嘱
人
数

40
人

ま
で

1,
52

2
17

寄
付

-
府
警
察
信
用

組
合

○
○
○
○

○
○
○
○
○

記
入
要
領
の
事
業
類
型

1～
4、

6～
10
に
記
載
の
と
お
り

2,
00

0
17

和
歌
山
県
特
定
非
営
利
法
人
紀
の
国

被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

補
助
金

和
歌
山
県
補
助
金
等

交
付
規
則
・紀
の
国
被

害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
事

業
補
助
金
交
付
要
綱

県
警
察
本
部

警
察
相
談
課

特
定
非
営
利
法
人

○
○
○
○

○
○
○
○

犯
罪
被
害
者
支
援
事
業

犯
罪
被
害
者
支

援
事
業
に
要
す
る

経
費
の

2分
の

1
以
内

70
0

17

岡
山
県

NP
O
法
人
お
か
や
ま
犯
罪

被
害
者
サ
ポ
ー
ト
・フ
ァ
ミ

リ
ー
ズ

補
助
金

備
前
県
民
局
協
働
事

業
提
案
募
集
要
項
（企

画
公
募
型
事
業
）

備
前
県
民
局

協
働
推
進
室

公
益
的
、
社
会
的
貢
献
的
事
業
で
あ
り
、
広
く
社
会
的

課
題
の
解
決
が
図
ら
れ
る
こ
と
、
行
政
と
の
協
働
に
よ

り
相
乗
効
果
が
得
ら
れ
る
こ
と
等

○
○

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
、
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
の
施
策
の

検
討

-
未
定
（今

年
度
提
案

中
）

18

山
口
県
特
定
非
営
利
活
動
法
人
被

害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
「ハ
ー

ト
ラ
イ
ン
や
ま
ぐ
ち
」

委
託
料

犯
罪
被
害
者
等
基
本

法
警
察
県
民
課

定
款
上
の
事
業
に
お
い
て
「被
害
者
支
援
に
関
す
る

広
報
及
び
啓
発
事
業
」を
規
定

○
街
頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
・講
演
会
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
の
開
催

45
2

18

委
託
料

活
動
実
績

相
談
事
業
規
程
の
整
備

○
○

被
害
者
相
談
・支
援
事
業

31
3

18

会
費

○
運
営
、
活
動
等
の
全
般
に
つ
い
て
、
警
察
職
員
が
会
費
、
寄
付

金
を
支
出

2,
17

6
17

大
阪
府

愛
知
県

香
川
県
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
か

が
わ

な
し
（要
件
で
は
な
い
が
上
記
支
援
団
体
は
愛
知
県

公
安
委
員
会
指
定
の
犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団

体
で
あ
る
。
）

特
定
非
営
利
活
動
法
人

大
阪
被
害
者
支
援
ア
ド
ボ

カ
シ
ー
セ
ン
タ
ー

警
察
本
部
警

務
部
住
民

サ
ー
ビ
ス
課
犯

罪
被
害
者
対

策
室

県
警
察
本
部

な
し
（予
算
の
執
行
）

社
団
法
人
被
害
者
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
あ
い
ち

4



1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
主
な
内
容

金
額
の
上
限
等

援
助
額

（千
円
）

根
拠
規
程

地
方
公
共

団
体
名

対
象
事
業

⇒
1.
運
営
管
理
一
般
、

2.
相
談
・面
談
、

3.
情
報
提
供
、

4.
付
き
添
い
、

5.
保
護
、

6．
広
報
啓
発
、

7.
人
材
養
成
、

8.
調
査
研
究
、

9.
自
助
グ
ル
ー
プ
へ
の
支
援
、

10
.そ
の

他
、

11
．
な
し
（特
定
の
事
業
を
定
め
ず
会
費
等
を
支
出
）

担
当
課
室

支
援
団
体
等
名

年
度
実
績

支
出
形
態

援
助
の
資
格
要
件

○
財
政
基
盤
活
動
に
係
る
人
件
費
、
通
勤
旅
費
、
事
務
所
借
上

料
、
通
信
費
、
需
用
費

(コ
ピ
ー

)、
財
政
基
盤
強
化
活
動

経
費
の

1/
2相
当

額
(人
件
費
等
）

又
は

1/
3相
当
額

（そ
の
他
）

41
4

18

○
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
弁
護
士
等
相
談
に
か
か
る
謝
礼

40
18

○
被
害
者
宅
へ
の
訪
問
、
付
き
添
い

13
18

○
折
込
チ
ラ
シ
の
作
成
、
配
布

45
18

○
自
助
グ
ル
ー
プ
立
ち
上
げ
に
か
か
る
調
査

17
18

佐
賀
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
被
害
者
支
援
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
佐
賀
Ｖ
Ｏ
ＩＳ
Ｓ

委
託
料

な
し

警
察
本
部
警

務
課

○
NP

O
法
人
と
し
て

H1
4年
４
月
か
ら
本
格
的
に
相
談

及
び
直
接
支
援
業
務
を
開
始

○
団
体
部
内
の
規
約
あ
り

○
○

○
○

ス
タ
ッ
フ
人
件
費
、
事
務
所
の
家
賃
、
通
信
費
、
水
道
光
熱
費
、

付
き
添
い
等
の
直
接
支
援
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
、
相
談
員
育

成
等

4,
77

8
18

○
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
相
談
員
に
よ
る
無
料
電
話
相
談
を
実
施
し
、
相

談
内
容
に
応
じ
て
臨
床
心
理
士
そ
の
他
の
専
門
家
に
よ
る
面

接
相
談
、
関
係
機
関
へ
の
照
会
等
を
実
施
す
る
。

33
6

18

○

ポ
ス
タ
ー
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
を
作
成
す
る
ほ
か
、
市
民
を
対
象

と
す
る
特
別
講
演
会
を
開
催
す
る
な
ど
し
て
支
援
セ
ン
タ
ー
の

相
談
窓
口
や
活
動
内
容
に
つ
い
て
の
広
報
を
実
施
す
る
と
と
も

に
、
社
会
全
体
の
意
識
高
揚
を
図
る
た
め
の
啓
発
活
動
を
実

施
す
る
。

50
0

18

○

セ
ン
タ
ー
会
員
を
含
む
被
害
者
支
援
に
関
わ
る
各
分
野
の
専

門
家
を
講
師
と
し
て
、
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
養
成
す
る
講
座
の

実
施
及
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
相
談
員
の
各
種
研
修
会
参
加
と
レ
ベ

ル
ア
ッ
プ
を
目
的
と
し
た
勉
強
会
を
実
施
す
る
。

16
4

18

熊
本
県
社
団
法
人
熊
本
県
犯
罪
被

害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

補
助
金

熊
本
県
補
助
金
等
交

付
規
則

県
警
察
本
部

広
報
県
民
課

公
益
法
人

○
○

電
話
相
談
、
面
接
相
談
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
・裁
判
所
、
検
察

庁
、
警
察
、
病
院
等
へ
の
付
添

5,
50

0
18

宮
崎
県
社
団
法
人
宮
崎
犯
罪
被
害

者
支
援
セ
ン
タ
ー

委
託
料
及

び
負
担
金

委
託
契
約
書
等

県
警
本
部

公
安
委
員
会
指
定
早
期
援
助
団
体

○
○
○
○

○
○
○
○

（社
）宮
崎
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
:/

/
.

-
.

.
/）
を
参
照

特
に
な
い

委
託
料
：

8,
05

1
負
担
金
：

3,
40

0

18

○
ス
タ
ッ
フ
（相
談
員
）　
の
人
件
費

2,
29

6
17

○
電
話
相
談
・面
接
相
談

34
2

17

○
広
報
啓
発
（ポ
ス
タ
ー
，
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
の
作
成
）

2,
00

2
17

○
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座
，
相
談
員
養
成
講
座
研
修
の
開
催

34
8

17

沖
縄
県
社
団
法
人
沖
縄
被
害
者
支

援
ゆ
い
セ
ン
タ
ー

補
助
金

沖
縄
県
補
助
金
等
の

交
付
に
関
す
る
規
則

社
団
法
人
沖
縄
被
害

者
支
援
ゆ
い
ｾ
ﾝﾀ
ｰ
補

助
金
交
付
要
綱

県
警
察
本
部

警
務
部
広
報

相
談
課

補
助
金
交
付
要
綱
に
定
め
る
補
助
対
象
事
業
を
実
施

し
て
い
る
こ
と

○
○
○

○
○
○
○
○

電
話
相
談
、
面
接
相
談
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

警
察
署
、
裁
判
所
等
へ
の
付
き
添
い

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
裁
定
申
請
の
補
助

被
害
者
等
自
助
グ
ル
ー
プ
の
運
営
に
関
す
る
支
援

講
演
会
開
催
、
会
報
発
行
等
広
報
啓
発
事
業

被
害
者
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
講
座
へ
の
講
師
派
遣

調
査
及
び
研
究
事
業

関
係
機
関
、
団
体
等
と
の
連
携
に
よ
る
被
害
者
等
支
援
事
業

そ
の
他
自
宅
訪
問
、
生
活
支
援
等

1,
03

6
18

鹿
児
島
県

長
崎
県

愛
媛
県

補
助
金

経
費
の

1/
3相
当

額

Ｎ
Ｐ
Ｏ
こ
こ
ろ
の
支
援
セ
ン

タ
ー
え
ひ
め

県
知
事
が
補
助
金
等
の
交
付
の
申
請
に
よ
り
、
そ
の

内
容
を
調
査
し
、
補
助
金
等
を
交
付
す
べ
き
と
認
め
た

と
き
。

社
団
法
人
か
ご
し
ま
犯
罪

被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

県
警
察
本
部

警
務
部
警
務

課
被
害
者
支

援
室

特
定
非
営
利
活
動
法
人
長

崎
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
補
助
金

警
察
本
部
警

務
課

な
し

委
託
料

犯
罪
被
害
者
等
給
付

金
の
支
給
等
に
関
す

る
法
律
　
第
２
２
条

愛
媛
県
補
助
金
等
交

付
規
則

特
定
非
営
利
活
動
法

人
被
害
者
こ
こ
ろ
の
支

援
セ
ン
タ
ー
え
ひ
め
事

業
費
補
助
金
交
付
要

領

県
警
察
本
部

警
務
課
被
害

者
対
策
室

な
し

5



1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
主
な
内
容

金
額
の
上
限
等

援
助
額

（千
円
）

根
拠
規
程

地
方
公
共

団
体
名

対
象
事
業

⇒
1.
運
営
管
理
一
般
、

2.
相
談
・面
談
、

3.
情
報
提
供
、

4.
付
き
添
い
、

5.
保
護
、

6．
広
報
啓
発
、

7.
人
材
養
成
、

8.
調
査
研
究
、

9.
自
助
グ
ル
ー
プ
へ
の
支
援
、

10
.そ
の

他
、

11
．
な
し
（特
定
の
事
業
を
定
め
ず
会
費
等
を
支
出
）

担
当
課
室

支
援
団
体
等
名

年
度
実
績

支
出
形
態

援
助
の
資
格
要
件

仙
台
市
社
団
法
人
み
や
ぎ
被
害
者

支
援
セ
ン
タ
ー

補
助
金

仙
台
市
民
間
犯
罪
被

害
者
支
援
団
体
運
営

等
事
業
補
助
金
交
付

要
綱

企
画
市
民
局

市
民
生
活
部

市
民
生
活
課

要
綱
で
補
助
対
象
団
体
を
同
セ
ン
タ
ー
と
明
記

○
○

○
○
○

電
話
相
談
、
面
接
相
談
、
直
接
支
援
事
業
、
広
報
啓
発
事
業
、

調
査
研
究
事
業
、
相
談
員
･ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
事
業

予
算
の
範
囲
内

2,
00

0
4,

00
0

17 18

名
古
屋
市
社
団
法
人
被
害
者
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
あ
い
ち

補
助
金

名
古
屋
市
被
害
者
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
あ
い

ち
活
動
補
助
金
交
付

要
綱

市
民
経
済
局

地
域
振
興
部

広
聴
課
企
画

係

要
綱
で
補
助
対
象
団
体
を
同
セ
ン
タ
ー
と
明
記

○
事
業
運
営
費

事
業
費
の

10
0分

の
３
以
内
で
予
算

の
範
囲
内

29
0

17

京
都
市
社
団
法
人
京
都
犯
罪
被
害

者
支
援
セ
ン
タ
ー

補
助
金

犯
罪
被
害
者
支
援
活

動
事
業
補
助
金
交
付

要
綱

文
化
市
民
局

市
民
生
活
部

地
域
づ
く
り
推

進
課

㈳
京
都
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
が
実
施
す
る
被

害
者
等
を
支
援
す
る
活
動
の
み
助
成
対
象

○
○
○
○

○
○
○
○

電
話
相
談
（週

4日
，

17
年
度
実
績
：3

06
件
）

面
接
相
談
（週

3日
以
上
（予
約
制
），

17
年
度
実
績
：4

4件
）

研
修
活
動
（ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
対
す
る
研
修
会
な
ど
）　
な
ど

予
算
の
範
囲
内

20
0

17

番
号

対
象
事
業

1
運
営
管
理
一
般

2
相
談
・
面
談

3
情
報
提
供

4
付
き
添
い

5
保
護

6
広
報
啓
発

7
人
材
養
成

8
調
査
研
究

9
自
助
グ
ル
ー
プ
へ
の

支
援

10
そ
の
他

11
な
し

（注
1）
対
象
事
業
欄
の
番
号
ご
と
の
事
業
類
型
及
び
主
な
内
容
（例
）は
以
下
の
と
お
り
。

（注
２
）N

PO
法
人
お
か
や
ま
サ
ポ
ー
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
ズ
を
除
き
、
す
べ
て
全
国
被
害
者
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
加
盟
団
体
又
は
加
盟
予
定
団
体
で
あ
る
。

犯
罪
被
害
者
等
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施

運
営
に
関
す
る
助
言
、
会
合
場
所
の
提
供
、
各
種
情
報
提
供
、
他
の
自
助
グ
ル
ー
プ
と
の
連
絡
調
整

自
宅
訪
問
、
身
の
回
り
や
家
族
の
世
話

特
定
の
事
業
を
定
め
ず
会
費
等
を
支
出

病
院
、
警
察
、
裁
判
所
へ
の
付
き
添
い

一
時
保
護
、
シ
ェ
ル
タ
ー

会
報
・
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
の
発
行
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座
、
相
談
員
養
成
研
修
の
開
催

主
な
内
容
（
例
）

ス
タ
ッ
フ
人
件
費
、
事
務
所
の
家
賃
、
通
信
運
搬
費
、
光
熱
費

電
話
相
談
、
面
接
相
談
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

関
係
支
援
機
関
・
団
体
に
関
す
る
情
報
提
供
、
刑
事
手
続
・
民
事
手
続
・
保
険
等
に
関
す
る
各
種
手
続
き
の

6



1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
主
な
内
容

駆
け
込
み
シ
ェ
ル
タ
ー
運
営
委

員
会

○
67

5
17

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ウ
ィ
メ

ン
ズ
ネ
ッ
ト
函
館

○
67

4
17

ウ
ィ
メ
ン
ズ
ネ
ッ
ト
旭
川

○
67

4
17

ウ
ィ
メ
ン
ズ
・き
た
み

○
63

9
17

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ウ
ィ
メ

ン
ズ
ネ
ッ
ト
・マ
サ
カ
ー
ネ

○
67

4
17

ウ
ィ
メ
ン
ズ
サ
ポ
ー
ト
“結
”

○
66

9
17

駆
け
込
み
シ
ェ
ル
タ
ー
と
か
ち

○
53

2
17

青
森
県

NP
O
法
人
等
民
間
団
体

Ｄ
Ｖ

補
助
金

民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
活

動
支
援
事
業
費
補
助

金
交
付
要
綱

こ
ど
も
み
ら
い

課

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
先
駆
的
な
取
組

を
行
っ
て
い
る
民
間
団
体
の
中
か
ら
、
地
域

性
な
ど
も
考
慮
し
、
知
事
が
認
め
た
団
体

１
．
配
偶
者
暴
力
被
害
者
の
保
護
及
び
相
談

活
動
を
行
っ
て
い
る
団
体

２
．
県
内
に
主
な
事
務
所
及
び
保
護
施
設
を

有
し
、
県
内
を
拠
点
と
し
て
活
動
す
る
団
体

３
．
配
偶
者
暴
力
被
害
者
の
保
護
及
び
相
談

活
動
に
お
い
て
、
事
業
を
開
始
し
よ
う
と
し
た

時
点
で
過
去
１
年
以
上
の
実
績
を
有
し
、
今

後
も
活
動
が
期
待
で
き
る
団
体

４
．
特
定
の
政
党
及
び
こ
れ
に
類
す
る
政
治

団
体
に
対
す
る
支
援
活
動
、
宗
教
活
動
又
は

営
利
を
目
的
と
し
て
い
な
い
団
体

○
配
偶
者
暴
力
被
害
者
の
一
時
保
護
を
実
施
す
る
た
め
、
配
偶

者
暴
力
防
止
法
第
３
条
第
４
項
に
基
づ
く
一
時
保
護
の
委
託
を

可
能
と
す
る
適
切
な
施
設
を
開
設
す
る
事
業
。

当
該
事
業
に

要
す
る
経
費

の
２
分
の
１

以
内
と
し
、

50
0千
円
を

限
度
と
す

る
。

50
0

16

岩
手
県
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
い
わ

て
生
活
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

(予
定

)
Ｄ
Ｖ

補
助
金

配
偶
者
暴
力
被
害
者

自
立
支
援
事
業
補
助

金
交
付
要
領

青
少
年
・男
女

共
同
参
画
課

・県
内
に
主
た
る
事
務
所
を
有
し
、
公
益
的
活

動
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
こ
と

・営
利
活
動
を
主
た
る
活
動
目
的
と
せ
ず
、
政

治
上
又
は
宗
教
上
の
組
織
に
属
さ
な
い
の
で

あ
る
こ
と

○
生
活
資
金
給
付
、
調
停
等
の
申
立
費
用
給
付
等

予
算
の
範
囲

内
56

4
18
新
規

児
童
家
庭
支
援
ホ
ー
ム
　
希
望

館
○

9,
43

2
17

こ
ど
も
家
庭
相
談
室

○
9,

43
2

17

特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
エ
ン

パ
ワ
メ
ン
ト

 ぐ
ん
ま

○
30

0
17

社
団
法
人
　
群
馬
県
助
産
師
会

○
30

0
17

年
度
実
績

支
出
形
態

援
助
の
資
格
要
件

金
額
の
上
限

等
援
助
額

（単
位
：千
円
）

根
拠
規
程

担
当
課
室

(2
)特
定
分
野
の
被
害
類
型
を
対
象
と
す
る
支
援
団
体
等

補
助
金

１
か
所

9,
43

2千
円

年
の
途
中
の

場
合
は

78
6

千
円
×
月
数

初
度
調
弁
費

20
0千
円

委
託
料

ぐ
ん
ま
子
育
て
塾
事

業
実
施
要
綱

ぐ
ん
ま
子
育
て
塾
事

業
実
施
要
領

NP
O
法
人
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等
の
地
域

活
動
団
体

群
馬
県

被
害
類
型

児
童
虐
待
・D

V対
策

等
総
合
支
援
事
業
費

国
庫
補
助
金
交
付
要

綱
及
び
群
馬
県
児
童

家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

運
営
事
業
費
補
助
金

交
付
要
綱

健
康
福
祉
局

青
少
年
こ
ど
も

課

30
0千
円

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
先
駆
的
な
取
組

を
行
っ
て
い
る
民
間
団
体
の
中
か
ら
、
地
域

性
な
ど
も
考
慮
し
、
知
事
が
認
め
た
団
体

１
．
配
偶
者
暴
力
被
害
者
の
保
護
及
び
相
談

活
動
を
行
っ
て
い
る
団
体

２
．
道
内
に
主
な
事
務
所
及
び
保
護
施
設
を

有
し
、
道
内
を
拠
点
と
し
て
活
動
す
る
団
体

３
．
配
偶
者
暴
力
被
害
者
の
保
護
及
び
相
談

活
動
に
お
い
て
、
過
去
１
年
以
上
の
実
績
を

有
し
、
今
後
も
活
動
が
期
待
で
き
る
団
体

４
．
特
定
の
政
党
及
び
こ
れ
に
類
す
る
政
治

団
体
に
対
す
る
支
援
活
動
、
宗
教
活
動
又
は

営
利
活
動
を
目
的
と
し
て
い
な
い
団
体

配
偶
者
暴
力
被
害
者
か
ら
の
電
話
又
は
面
接
に
よ
る
相
談
等

の
業
務
に
係
る
専
任
職
員
（１
人
）及
び
相
談
用
電
話
（電
話

基
本
料
）の
設
置
に
要
す
る
経
費

補
助
率
２
分

の
１
以
内

で
、
予
算
の

範
囲
内

　
①
性
被
害
、

DV
、
児
童
虐
待

支
援
団
体
等
名

環
境
生
活
部

参
事
（男
女
平

等
参
画
）

⇒
1.
運
営
管
理
一
般
、

2.
相
談
・面
談
、

3.
情
報
提
供
、

4.
付
き
添
い
、

5.
保
護
、

6．
広
報
啓
発
、

7.
人
材
養
成
、

8.
調
査
研
究
、

9.
自
助
グ
ル
ー
プ
へ
の
支
援
、

10
.そ
の

他
、

11
．
な
し
（特
定
の
事
業
を
定
め
ず
会
費
等
を
支
出
）

対
象
事
業

地
方
公
共

団
体
名

北
海
道

児
童
虐
待

Ｄ
Ｖ

補
助
金

民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
活

動
強
化
事
業
補
助
金

交
付
要
綱

児
童
福
祉
法
第

44
条
の
２
に
定
め
る
児
童
家

庭
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
こ
と
。

電
話
相
談
等
。
電
話
相
談
に
は
、
児
童
虐
待
の
み
で
な
く
、
保

健
相
談
等
も
含
ま
れ
る
。

7



1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
主
な
内
容

年
度
実
績

支
出
形
態

援
助
の
資
格
要
件

金
額
の
上
限

等
援
助
額

（単
位
：千
円
）

根
拠
規
程

担
当
課
室

被
害
類
型

支
援
団
体
等
名

⇒
1.
運
営
管
理
一
般
、

2.
相
談
・面
談
、

3.
情
報
提
供
、

4.
付
き
添
い
、

5.
保
護
、

6．
広
報
啓
発
、

7.
人
材
養
成
、

8.
調
査
研
究
、

9.
自
助
グ
ル
ー
プ
へ
の
支
援
、

10
.そ
の

他
、

11
．
な
し
（特
定
の
事
業
を
定
め
ず
会
費
等
を
支
出
）

対
象
事
業

地
方
公
共

団
体
名

補
助
金

民
間
団
体
育
成
事
業

費
補
助
金
交
付
要
綱
男
女
共
同
参

画
課

要
綱
第
３
条
・団
体
で
あ
る
こ
と
（法
人
格
は

不
問
）・
県
内
活
動
実
績
が
あ
る
こ
と

○
○

○
同
行
支
援
・医
療
費
補
助
・シ
ェ
ル
タ
ー
整
備

補
助
率

1/
2

か
つ

20
万
円

以
下

90
17

委
託
料

「D
V被
害
者
支
援
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
育
成
講

座
」開
催
事
業
募
集

要
項

男
女
共
同
参

画
課

次
の

(1
)～

(4
)の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
団

体
で
あ
る
こ
と
。

(1
)県
内
で
平
成

18
年

4月
1日
現
在
、
Ｄ
Ｖ
被

害
者
支
援
活
動
（シ
ェ
ル
タ
ー
運
営
、
同
行
援

助
、
電
話
相
談
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
育
成
研
修
会

等
）を
行
っ
て
い
る
団
体
で
あ
る
こ
と
。

(2
)県
内
で
相
当
（継
続
し
て
３
年
以
上
）の
支

援
活
動
実
績
が
あ
る
民
間
団
体
で
あ
る
こ

と
。
※
法
人
格
の
有
無
は
問
わ
な
い
。

(3
)事
業
完
了
後
も
県
の
Ｄ
Ｖ
対
策
と
連
携
し
、

引
き
続
き
被
害
者
支
援
活
動
を
行
う
団
体
で

あ
る
こ
と
。

(4
)特
定
の
政
治
又
は
宗
教
活
動
を
目
的
と

す
る
団
体
で
な
い
こ
と
。

○
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
育
成

１
件
に
つ
き

22
5千
円
以

下
45

0
17

補
助
金

民
間
団
体
育
成
事
業

費
補
助
金
交
付
要
綱
男
女
共
同
参

画
課

要
綱
第
３
条
・団
体
で
あ
る
こ
と
（法
人
格
は

不
問
）・
県
内
活
動
実
績
が
あ
る
こ
と

○
○

○
DV
普
及
啓
発
・同
行
支
援
・サ
ポ
ー
ト
グ
ル
ー
プ
・シ
ェ
ル
タ
ー

整
備

補
助
率

1/
2

か
つ

20
万
円

以
下

13
6

17

委
託
料

「D
V被
害
者
支
援
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
育
成
講

座
」開
催
事
業
募
集

要
項

男
女
共
同
参

画
課

次
の

(1
)～

(4
)の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
団

体
で
あ
る
こ
と
。

(1
)県
内
で
平
成

18
年

4月
1日
現
在
、
Ｄ
Ｖ
被

害
者
支
援
活
動
（シ
ェ
ル
タ
ー
運
営
、
同
行
援

助
、
電
話
相
談
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
育
成
研
修
会

等
）を
行
っ
て
い
る
団
体
で
あ
る
こ
と
。

(2
)県
内
で
相
当
（継
続
し
て
３
年
以
上
）の
支

援
活
動
実
績
が
あ
る
民
間
団
体
で
あ
る
こ

と
。
※
法
人
格
の
有
無
は
問
わ
な
い
。

(3
)事
業
完
了
後
も
県
の
Ｄ
Ｖ
対
策
と
連
携
し
、

引
き
続
き
被
害
者
支
援
活
動
を
行
う
団
体
で

あ
る
こ
と
。

(4
)特
定
の
政
治
又
は
宗
教
活
動
を
目
的
と

す
る
団
体
で
な
い
こ
と
。

○
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
育
成

１
件
に
つ
き

22
5千
円
以

下
22

5
17

民
間
団
体

C
補
助
金

民
間
団
体
育
成
事
業

費
補
助
金
交
付
要
綱
男
女
共
同
参

画
課

要
綱
第
３
条
・団
体
で
あ
る
こ
と
（法
人
格
は

不
問
）・
県
内
活
動
実
績
が
あ
る
こ
と

○
○

○
DV
普
及
啓
発
・サ
ポ
ー
ト
グ
ル
ー
プ

補
助
率

1/
2

か
つ

20
万
円

以
下

16
2

17

(現
在
公
募
・選
定
中
）

Ｄ
Ｖ

補
助
金

東
京
ウ
ィ
メ
ン
ズ
プ
ラ

ザ
DV
防
止
等
民
間

活
動
助
成
金
交
付
要

綱

生
活
文
化
局

都
民
生
活
部

東
京
ウ
ィ
メ
ン

ズ
プ
ラ
ザ

民
間
団
体
、
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
次
の
条
件
を

満
た
す
も
の
（事
業
内
容
に
よ
り
個
人
も
対

象
）・
都
内
に
在
住
・在
勤
し
主
に
都
内
を
拠

点
に
活
動
し
て
い
る
こ
と
・特
定
の
政
党
、
こ

れ
に
類
す
る
政
治
団
体
等
及
び
宗
教
活
動
を

主
た
る
目
的
と
す
る
団
体
で
な
い
こ
と

こ
の
助
成
金
は
、
運
営
等
財
政
的
援
助
で
は
な
く
、
配
偶
者
暴

力
の
防
止
等
を
目
的
と
し
た
民
間
の
自
発
的
な
活
動
（普
及
啓

発
活
動
、
実
態
調
査
等
）を
支
援
す
る
た
め
の
事
業
費
に
対
す

る
一
部
助
成
で
あ
る
。

1/
2助
成
、

10
0万
円
限

度

・1
8年
度
新
規
事

業 ・D
V防
止
等
民

間
活
動
団
体
か

ら
の
公
募
が
終

了
し
、
助
成
対
象

事
業
を
選
定
す

る
た
め
、
審
査
会

に
て
審
査
中
。

18

（財
）日
本
キ
リ
ス
ト
教
婦
人
矯

風
会
「女
性
の
家
Ｈ
Ｅ
Ｌ
Ｐ
」

Ｄ
Ｖ
、

人
身
取
引
被
害

補
助
金

東
京
都
来
日
外
国
人

女
性
緊
急
保
護
事
業

実
施
要
綱
及
び
同
事

業
補
助
要
綱

福
祉
保
健
局

少
子
社
会
対

策
部
女
性
相

談
セ
ン
タ
ー

来
日
外
国
人
女
性
緊
急
保
護
事
業
を
実
施

す
る
社
会
福
祉
法
人
等

○
国
籍
を
問
わ
な
い
女
性
・母
子
の
た
め
の
シ
ェ
ル
タ
ー
活
動

1年
度
当
た

り
7,

20
0千
円

7,
20

0
17

民
間
団
体
Ａ

民
間
団
体

B

Ｄ
Ｖ

埼
玉
県

東
京
都

8



1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
主
な
内
容

年
度
実
績

支
出
形
態

援
助
の
資
格
要
件

金
額
の
上
限

等
援
助
額

（単
位
：千
円
）

根
拠
規
程

担
当
課
室

被
害
類
型

支
援
団
体
等
名

⇒
1.
運
営
管
理
一
般
、

2.
相
談
・面
談
、

3.
情
報
提
供
、

4.
付
き
添
い
、

5.
保
護
、

6．
広
報
啓
発
、

7.
人
材
養
成
、

8.
調
査
研
究
、

9.
自
助
グ
ル
ー
プ
へ
の
支
援
、

10
.そ
の

他
、

11
．
な
し
（特
定
の
事
業
を
定
め
ず
会
費
等
を
支
出
）

対
象
事
業

地
方
公
共

団
体
名

富
山
県
グ
ル
ー
プ
女
綱

Ｄ
Ｖ

補
助
金

富
山
県
補
助
金
等
交

付
規
則

男
女
参
画
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
課
県
内
に
本
拠
を
持
ち
、
県
内
で
活
動
す
る
Ｎ
Ｐ

Ｏ
○
○

○
○

Ｄ
Ｖ
防
止
講
座
の
開
催
、
啓
発
資
料
の
作
成
・配
布
等
　
行
政

機
関
や
裁
判
所
、
医
療
機
関
等
へ
の
同
行
支
援
等
　
被
害
者

同
士
の
情
報
交
換
・交
流
等
の
自
助
グ
ル
ー
プ
活
動
支
援
等

40
0千
円
（補

助
等

1/
2）

H1
8年
度
事
業

・民
間
団
体
か
ら

の
公
募
が
終
了

し
、
助
成
対
象
事

業
を
選
定
す
る
た

め
、
審
査
会
に
て

審
査
中

18

Ｄ
Ｖ
サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト
静
岡

○
60

0
17

コ
ア
ラ
の
会

○
60

0
17

特
定
非
営
利
活
動
法
人
磐
田

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

○
60

0
17

S＄
Sネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

○
60

0
17

サ
ン
ガ
天
城

○
60

0
17

三
重
県
三
重
県
里
親
会

児
童
虐
待

補
助
金

三
重
県
里
親
賠
償
責

任
保
険
補
助
金
交
付

要
綱

こ
ど
も
家
庭
室
児
童
を
委
託
中
の
里
親
が
加
入
し
た
里
親
賠

償
責
任
保
険
に
要
す
る
経
費
で
あ
る
こ
と
。

○
里
親
相
互
の
交
流
と
、
里
親
制
度
の
普
及
啓
発

児
童
を
委
託

中
の
里
親
が

加
入
し
た
里

親
賠
償
責
任

保
険
に
要
し

た
経
費
の

1/
2

18
年

か
ら
実
施

 Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
子
ど
も
の
虐
待
防

止
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・し
が

児
童
虐
待

補
助
金

・児
童
虐
待
の
防
止

等
に
関
す
る
法
律
第

４
条
第
１
・児
童
虐
待

防
止
民
間
活
動
支
援

事
業
補
助
金
交
付
要

綱

子
ど
も
家
庭
課
な
し

○
○

○
社
会
啓
発
事
業
、
研
修
事
業
、
関
係
諸
機
関
・関
係
者
と
の
交

流
事
業
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
事
業

28
0千
円

28
0

17

民
間
団
体

Ｄ
Ｖ

補
助
金

民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
運

営
費
補
助
金
交
付
要

綱
子
ど
も
家
庭
課
な
し

○
 民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
の
確
保
・運
営

1,
,9

60
千
円

1,
16

0
17

大
阪
府
く
ろ
ー
ば
ー

Ｄ
Ｖ

補
助
金

大
阪
府
補
助
金
交
付

規
則

男
女
共
同
参

画
課

外
国
人
向
け

DV
相
談
を
行
っ
て
い
る
こ
と

○
相
談
機
関
の
少
な
い
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
支
援
の
た
め
の
相

談
事
業

50
0

17

和
歌
山
県
ウ
ィ
メ
ン
ズ
ネ
ッ
ト
・和
歌
山

Ｄ
Ｖ

委
託
料

男
女
共
生
社

会
推
進
課

Ｄ
Ｖ
被
害
者
を
支
援
す
る
た
め
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
育
成
講
座
の

開
催

40
0

17

Ｄ
Ｖ

補
助
金

民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
設

置
促
進
事
業
費
補
助

金
交
付
要
綱

・構
成
員
が
お
お
む
ね

10
人
以
上
で
あ
る
こ

と
・営
利
を
目
的
と
せ
ず
、
公
益
性
が
あ
る
こ

と
・宗
教
の
教
義
を
広
め
、
儀
式
行
事
を
行

い
、
及
び
信
者
を
教
化
育
成
す
る
こ
と
を
主
た

る
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
・政
治
上

の
主
義
を
推
進
し
、
支
持
し
、
又
は
こ
れ
に
反

対
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
で
な

い
こ
と

60
0千
円

滋
賀
県

静
岡
県

健
康
福
祉
部

こ
ど
も
家
庭
室

シ
ェ
ル
タ
ー
の
用
に
供
す
る
住
宅
等
の
維
持
管
理
そ
の
他
シ
ェ

ル
タ
ー
の
運
営
に
要
す
る
経
費
を
助
成

9



1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
主
な
内
容

年
度
実
績

支
出
形
態

援
助
の
資
格
要
件

金
額
の
上
限

等
援
助
額

（単
位
：千
円
）

根
拠
規
程

担
当
課
室

被
害
類
型

支
援
団
体
等
名

⇒
1.
運
営
管
理
一
般
、

2.
相
談
・面
談
、

3.
情
報
提
供
、

4.
付
き
添
い
、

5.
保
護
、

6．
広
報
啓
発
、

7.
人
材
養
成
、

8.
調
査
研
究
、

9.
自
助
グ
ル
ー
プ
へ
の
支
援
、

10
.そ
の

他
、

11
．
な
し
（特
定
の
事
業
を
定
め
ず
会
費
等
を
支
出
）

対
象
事
業

地
方
公
共

団
体
名

鳥
取
市
母
子
生
活
支
援
施
設

つ
く
し

○
22

7
17

社
会
福
祉
法
人
愛
光
会
　
母
子

生
活
支
援
施
設
の
ぞ
み

○
17

7
17

社
会
福
祉
法
人
み
の
り
福
祉
会

身
体
障
害
者
授
産
施
設
　
み
の

り
サ
ン
グ
リ
ー
ン

○
20

17

（米
子
市
）母
子
生
活
支
援
施

設
　
コ
ス
モ
ス

○
65

17

特
定
非
営
利
活
動
法
人
女
性
と

子
ど
も
の
民
間
支
援
み
も
ざ
の

会
○

4,
46

6
17

Ｄ
Ｖ
被
害
者
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

鳥
取

○
2,

09
0

17

社
会
福
祉
法
人
倉
吉
東
福
祉

会
　
母
子
生
活
支
援
施
設
　
倉

明
園

○
2,

92
7

17

社
会
福
祉
法
人
倉
吉
東
福
祉

会
委
託
料

鳥
取
県
ス
テ
ッ
プ
ハ

ウ
ス
運
営
事
業
実
施

要
領

子
ど
も
家
庭
課

母
子
生
活
支
援
施
設
を
運
営
し
て
い
る
社
会

福
祉
法
人
で
、
実
施
職
員
と
し
て
生
活
支
援

担
当
及
び
心
理
療
法
担
当
を
配
置
す
る
こ

と
。

○
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
対
し
て
入
所
施
設
を

1年
間
提
供
し
、
日
常
生
活

上
の
支
援
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
等
を
行
い
な
が
ら
、
早
期
の
心
理

的
回
復
と
生
活
再
建
を
図
る
。

10
,0

12
千
円

（人
件
費
：

4,
27

6千
円

/事
務
費
：

5,
73

6千
円
）

8,
52

6
17

社
会
福
祉
法
人
鳥
取
こ
ど
も
学

園
○

4,
93

0
17

社
会
福
祉
法
人
鳥
取
こ
ど
も
学

園
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施

設
　
鳥
取
こ
ど
も
学
園
希
望
館

○
2,

46
5

17

児
童
養
護
施
設
　
青
谷
こ
ど
も

学
園

○
2,

26
0

17

因
伯
子
供
学
園

○
4,

93
0

17

聖
園
天
使
園

○
2,

46
5

17

社
会
福
祉
法
人
光
徳
子
供
学

園
○

1,
02

7
17

委
託
料

DV
被
害
者
サ
ポ
ー
ト

事
業

○
○

Ｄ
Ｖ
被
害
者
サ
ポ
ー
タ
ー
等
を
対
象
に
、
支
援
現
場
で
の
実
践

研
修
を
行
う
と
と
も
に
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
実
際
に
必
要
と
す
る
支

援
が
サ
ポ
ー
タ
ー
等
か
ら
提
供
さ
れ
る
よ
う
ｺｰ
ﾃ
ｨ゙ｰ
ﾈ
ｰ
ﾄす

る
。

な
し

94
9

17

委
託
料

DV
休
日
電
話
相
談

事
業

○
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
が
相
談
業
務
を
実
施
し
て

い
な
い
休
日
に
電
話
相
談
窓
口
を
開
設
し
、
利
用
者
の
便
宜

に
資
す
る
も
の

な
し

1,
00

0
17

Ｄ
Ｖ

補
助
金

当
該
年
度

10
月

1日
現
在
の
被
虐
待
児
童
数
が
１
０
名
を
超
え

る
場
合
、
１
０
名
を
超
え
る
ご
と
に
職
員

1名
分
を
加
算
す
る
。

１
施
設
１
職

員
当
た
り
基

準
額
：年
額

2,
46

4,
61

4

国
の
負
担
金
等
の
交
付
を
受
け
ず
、
「児
童

福
祉
法
に
よ
る
児
童
入
所
施
設
措
置
費
等

国
庫
負
担
金
」に
定
め
る
職
員
定
数
を
超
え

て
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
を
雇
用
す
る
児

童
養
護
施
設
及
び
情
緒
障
害
児
短
期
治
療

施
設

補
助
対
象
経

費
の
上
限
を

設
定
し
て
い

る
項
目
と
設

定
し
て
い
な

い
項
目
を
要

綱
に
よ
り
規

定
。

Ｄ
Ｖ
被
害
者
を
一
時
保
護
す
る
シ
ェ
ル
タ
ー

男
女
共
同
参

画
課

NP
O
法
人
さ
ん
か
く
ナ
ビ

Ｄ
Ｖ

岡
山
県

鳥
取
県

子
ど
も
家
庭
課

児
童
虐
待

鳥
取
県
児
童
養
護
施

設
等
処
遇
向
上
対
策

事
業
費
補
助
金
交
付

要
綱

補
助
金

子
ど
も
家
庭
課

鳥
取
県
女
性
に
対
す

る
暴
力
被
害
者
支
援

事
業
補
助
金
交
付
要

綱

暴
力
被
害
者
自
ら
の
負
担
等
に
よ
る
一
時
保

護
を
実
施
し
、
か
つ
、
県
と
Ｄ
Ｖ
防
止
法
第
３

条
第
３
項
の
一
時
保
護
委
託
の
契
約
を
締
結

し
て
い
る
県
内
に
所
在
す
る
民
間
団
体
、
社

会
福
祉
法
人
、
社
会
福
祉
施
設

10



1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
主
な
内
容

年
度
実
績

支
出
形
態

援
助
の
資
格
要
件

金
額
の
上
限

等
援
助
額

（単
位
：千
円
）

根
拠
規
程

担
当
課
室

被
害
類
型

支
援
団
体
等
名

⇒
1.
運
営
管
理
一
般
、

2.
相
談
・面
談
、

3.
情
報
提
供
、

4.
付
き
添
い
、

5.
保
護
、

6．
広
報
啓
発
、

7.
人
材
養
成
、

8.
調
査
研
究
、

9.
自
助
グ
ル
ー
プ
へ
の
支
援
、

10
.そ
の

他
、

11
．
な
し
（特
定
の
事
業
を
定
め
ず
会
費
等
を
支
出
）

対
象
事
業

地
方
公
共

団
体
名

○
普
及
啓
発
活
動
事
業

24
0千
円

24
0

17

○
被
害
者
ケ
ア
事
業

18
0千
円

18
0

17

○
シ
ェ
ル
タ
ー
立
ち
上
げ
支
援
事
業

31
5.

2千
円

17
8

16

○
被
害
者
ケ
ア
事
業

18
0千
円

18
0

17

委
託
料

○
一
時
保
護
委
託

 （
単
県
事
業
と
し
て
，
同
行
支
援
及
び
住
宅
費

加
算
を
行
う
予
定
）

25
0

17

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ふ
ぁ
み
り
ぃ

委
託
料

○
一
時
保
護
委
託

 （
単
県
事
業
と
し
て
，
同
行
支
援
及
び
住
宅
費

加
算
を
行
う
予
定
）

1,
19

7
17

補
助
金

Ｄ
Ｖ
被
害
者
支
援
事

業
補
助
金
交
付
要
綱
男
女
共
同
参

画
課

Ｄ
Ｖ
被
害
者
を
対
象
と
し
た
保
護
、
相
談
等
の

支
援
活
動
に
つ
い
て
相
当
の
実
績
を
有
す
る

民
間
団
体
（法
人
格
の
有
無
を
問
わ
な
い
。
）

○
シ
ェ
ル
タ
ー
の
警
備
体
制
の
強
化

52
17

委
託
料

婦
人
保
護
国
庫
負
担

金
及
び
国
庫
補
助
金

交
付
要
綱

男
女
共
同
参

画
課

食
事
の
提
供
、
保
健
衛
生
、
防
災
及
び
被
服

な
ど
の
支
給
に
つ
い
て
、
一
時
保
護
所
と
実

質
的
に
同
水
準
の
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る

施
設

○
Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
の
一
時
保
護
委
託

42
5

17

女
性
保
護
協
議
会

補
助
金

社
会
福
祉
団
体
に
対

す
る
補
助
金
交
付
要

綱
こ
ど
も
未
来
課

○
暴
力
を
な
く
す
運
動
の
開
催
、
広
報

55
18

民
間
団
体

委
託
料

徳
島
県
ス
テ
ッ
プ
ハ

ウ
ス
運
営
事
業
実
施

要
綱

こ
ど
も
未
来
課
総
合
的
な
支
援
体
制
が
整
っ
て
い
る
。
守
秘

義
務
の
遵
守

○
DＶ
被
害
者
の
自
立
支
援

3,
20

7
18

「変
わ
る
世
界
，
変
わ
ろ
う
日

本
」～
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・バ
イ
オ

レ
ン
ス
は
大
き
な
社
会
問
題
で

す
～
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
実
行
委
員

会

補
助
金

県
民
活
動
の
推
進
に

関
す
る
補
助
金
交
付

要
綱

県
民
環
境
政

策
課
県
民
活

動
支
援
室

要
綱
の
と
お
り

○
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
等

補
助
率

1/
2

以
内
　
上
限

額
30

0千
円

30
0

16

高
知
県
あ
い
あ
い
ね
っ
と

児
童
虐 待
、
Ｄ
Ｖ
等

補
助
金

こ
う
ち
男
女
共
同
参

画
社
会
づ
く
り
財
団

「平
成
１
８
年
度
ソ
ー

レ
・え
い
ど
事
業
実
施

要
領
」

男
女
共
同
参

画
・Ｎ
Ｐ
Ｏ
課

・県
内
を
拠
点
に
継
続
し
て
活
動
・非
営
利
団

体
で
政
治
、
宗
教
団
体
で
な
い
　
　
・明
朗
な

会
計
、
経
理
を
実
施
・報
告
で
き
る
　
な
ど

○
女
性
問
題
や
男
女
平
等
の
気
づ
き
に
つ
な
が
る
視
点
で
、
広
く

県
民
対
象
に
実
施
さ
れ
る
各
種
講
座
、
講
演
会
、
出
前
講
座
、

調
査
等
の
事
業

（グ
ル
ー
プ
、

団
体
へ
の
支

援
）１
企
画
に

つ
き
、
事
業

対
象
経
費
の

10
分
の

8の
範
囲
内
で
、

40
万
円
を
上

限

30
0

16

Ｄ
Ｖ

徳
島
県

Ｄ
Ｖ

山
口
女
性
サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
山
口
県

補
助
金

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ホ
ッ
と
る
ー
む
ふ
く

や
ま

Ｄ
Ｖ

広
島
県

予
算
の
範
囲

内 （委
託
料
単

価
は
婦
人
保

護
費
国
庫
負

担
金
及
び
国

庫
補
助
金
交

付
要
綱
の
単

価
に
よ
る
）

Ｄ
Ｖ
防
止
法
第
３
条
第

４
項
一
時
保
護
に
関
す
る

委
託
契
約
書

こ
ど
も
家
庭
支

援
室
家
庭
グ

ル
ー
プ

補
助
金

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
虹

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者

の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
３
条
第
４
項
の
規

定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

を
満
た
す
も
の
で
あ
る
と
県
知
事
が
認
め
た

者

広
島
県
補
助
金
等
交

付
要
綱
、
配
偶
者
等

か
ら
の
暴
力
被
害
者

支
援
事
業
費
補
助
金

交
付
要
綱

こ
ど
も
家
庭
支

援
室
家
庭
グ

ル
ー
プ

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
，
先
駆
的
な
取
組

を
行
っ
て
い
る
民
間
団
体
の
中
か
ら
，
地
域

性
等
を
考
慮
し
て
，
知
事
が
適
当
と
認
め
た

法
人
格
を
有
す
る
団
体
①
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
保

護
又
は
相
談
活
動
を
行
っ
て
い
る
団
体
②
県

内
に
主
な
事
務
所
又
は
保
護
施
設
を
有
し
，

県
内
を
拠
点
と
し
て
活
動
す
る
団
体
③
Ｄ
Ｖ
被

害
者
の
保
護
又
は
相
談
活
動
に
お
い
て
，
過

去
１
年
以
上
の
実
績
を
有
し
，
今
後
も
活
動

が
期
待
で
き
る
団
体

11



1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
主
な
内
容

年
度
実
績

支
出
形
態

援
助
の
資
格
要
件

金
額
の
上
限

等
援
助
額

（単
位
：千
円
）

根
拠
規
程

担
当
課
室

被
害
類
型

支
援
団
体
等
名

⇒
1.
運
営
管
理
一
般
、

2.
相
談
・面
談
、

3.
情
報
提
供
、

4.
付
き
添
い
、

5.
保
護
、

6．
広
報
啓
発
、

7.
人
材
養
成
、

8.
調
査
研
究
、

9.
自
助
グ
ル
ー
プ
へ
の
支
援
、

10
.そ
の

他
、

11
．
な
し
（特
定
の
事
業
を
定
め
ず
会
費
等
を
支
出
）

対
象
事
業

地
方
公
共

団
体
名

民
間
団
体
Ａ

○
1,

72
0

17

民
間
団
体
Ｂ

○
2,

66
8

17

大
分
県
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
え
ば

の
会
（女
性
と
子
ど
も
の
性
と
人

権
を
考
え
る
市
民
ネ
ッ
ト
）

Ｄ
Ｖ

委
託
料

大
分
県
契
約
事
務
規

則
第
３
３
条
第
６
号

生
活
環
境
部

県
民
生
活
・男

女
共
同
参
画

課

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
県
内
唯
一
の
Ｄ
Ｖ
被
害
者
支
援

団
体
、
県
や
市
か
ら
の
委
託
事
業
の
実
績
有

り
○

研
修
会
の
開
催

16
9

18

宮
崎
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ハ
ー
ト
ス
ペ
ー
ス
Ｍ
Ｄ
Ｖ

委
託
料

宮
崎
県
母
子
等
一
時

保
護
委
託
実
施
要
綱
児
童
家
庭
課

特
に
な
し

○
一
時
保
護
、
シ
ェ
ル
タ
ー

12
5

17

沖
縄
県
強
姦
救
援
セ
ン
タ
－
・沖
縄

性
犯 罪

補
助
金

強
姦
救
援
セ
ン
タ
－

沖
縄
事
業
運
営
補
助

金
交
付
要
綱

平
和
・男
女
共

同
参
画
課

強
姦
救
援
セ
ン
タ
－
沖
縄
の
事
業
に
要
す
る

経
費
に
対
す
る
補
助

○
○
○
○

○
○
○

ス
タ
ッ
フ
人
件
費
、
事
務
所
家
賃
、
通
信
運
搬
費
、
光
熱
水
費
、

旅
費
交
通
費
　
相
談
支
援
事
業

(電
話
相
談
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

グ
、
関
係
機
関
へ
の
付
添
、
公
的
機
関
へ
の
援
助
・指
導
等
、

訴
訟
費
用
の
支
援
）　
研
究
研
修
事
業
（研
究
会
、
月
例
会

議
、
調
査
研
究
、
電
話
相
談
ス
タ
ッ
フ
の
養
成
、
ス
タ
ッ
フ
へ
の

研
修
）　
広
報
啓
発
事
業
（広
報
誌
の
作
成
等
、
会
員
募
集
、

講
演
会
の
開
催
、
講
師
派
遣
、
関
係
機
関
へ
の
情
報
提
供
）

13
00
対
象
事
業

毎
の
補
助
金
設

定
は
行
っ
て
い
な

い
。

17

札
幌
市
駆
け
込
み
シ
ェ
ル
タ
ー
運
営
委

員
会

Ｄ
Ｖ

補
助
金

民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
活

動
事
業
補
助
金
交
付

要
綱

市
民
ま
ち
づ
く

り
局
男
女
共
同

参
画
・市
民
活

動
室
男
女
共

同
参
画
課

1　
配
偶
者
暴
力
被
害
者
の
一
時
保
護
及
び

相
談
等
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
団
体
｡な
お
、

一
時
保
護
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
記

録
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
｡

２
　
市
内
に
事
務
所
及
び
一
時
保
護
施
設
を

有
し
、
札
幌
を
拠
点
と
し
て
活
動
す
る
団
体
。

３
　
配
偶
者
暴
力
被
害
者
の
一
時
保
護
及
び

相
談
等
の
活
動
に
お
い
て
、
過
去

1年
以
上

の
実
績
を
有
し
、
今
後
も
活
動
が
期
待
で
き

る
団
体
｡

４
　
特
定
の
政
党
及
び
こ
れ
に
類
す
る
政
治

団
体
に
対
す
る
支
援
活
動
、
宗
教
活
動
又
は

営
利
活
動
を
目
的
と
し
て
い
な
い
団
体
｡

○

1　
人
件
費
（専
任
相
談
指
導
員
）

２
　
一
時
保
護
施
設
の
家
賃

３
　
一
時
保
護
施
設
の
倉
庫
料

４
　
一
時
保
護
施
設
入
居
時
に
か
か
る
諸
経
費

2,
00

0千
円

2,
00

0
18

さ
い
た
ま

市
SW

S
Ｄ
Ｖ

補
助
金

男
女
共
生
推

進
課

○
民
間
緊
急
一
時
避
難
施
設
（シ
ェ
ル
タ
ー
）の
家
賃
補
助

年
間
２
０
万

円
20

0
17

福
岡
県

Ｄ
Ｖ

委
託
料

一
時
保
護

な
し

配
偶
者
か
ら
の
暴
力

防
止
及
び
被
害
者
の

保
護
に
関
す
る
法
律

第
３
条
第
４
項

保
健
福
祉
部

児
童
家
庭
課

一
時
保
護
委
託
基
準
（厚
生
労
働
省
告
示
第

25
4号
、
平
成

13
年

7月
23
日
）
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1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
主
な
内
容

年
度
実
績

支
出
形
態

援
助
の
資
格
要
件

金
額
の
上
限

等
援
助
額

（単
位
：千
円
）

根
拠
規
程

担
当
課
室

被
害
類
型

支
援
団
体
等
名

⇒
1.
運
営
管
理
一
般
、
2.
相
談
・面
談
、
3.
情
報
提
供
、
4.
付
き
添
い
、
5.
保
護
、
6．
広
報
啓
発
、
7.
人
材
養
成
、
8.
調
査
研
究
、
9.
自
助
グ
ル
ー
プ
へ
の
支
援
、
10
.そ
の

他
、
11
．
な
し
（特
定
の
事
業
を
定
め
ず
会
費
等
を
支
出
）

対
象
事
業

地
方
公
共

団
体
名

特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
か
な

が
わ
女
の
ス
ペ
ー
ス
　
み
ず
ら

Ｄ
Ｖ

○
70
00
千
円

7,
00
0
17

特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
女
性

の
家
サ
ー
ラ
ー

Ｄ
Ｖ

○
20
00
千
円

1,
00
0
17

社
会
福
祉
法
人
　
恩
賜
財
団
神

奈
川
県
同
胞
援
護
会

Ｄ
Ｖ

委
託
料

横
浜
市
母
子
生
活
支

援
施
設
緊
急
一
時
保

護
実
施
要
綱

こ
ど
も
青
少
年

局
こ
ど
も
家
庭

課

要
綱
に
定
め
る
母
子
生
活
支
援
施
設
を
運

営
す
る
社
会
福
祉
法
人

○
○

運
営
費
・事
業
費

設
定
単
価
に

よ
る

15
,0
50

17

補
助
金

横
浜
市
女
性
緊
急
一

時
保
護
施
設
補
助
金

交
付
要
綱

こ
ど
も
青
少
年

局
こ
ど
も
家
庭

課

要
綱
に
定
め
る
女
性
緊
急
一
時
保
護
事
業

の
実
施
団
体

○
運
営
費
の
一
部

70
00
千
円

7,
00
0
17

委
託
料

横
浜
市
母
子
生
活
支

援
施
設
緊
急
一
時
保

護
実
施
要
綱

こ
ど
も
青
少
年

局
こ
ど
も
家
庭

課

要
綱
に
定
め
る
母
子
生
活
支
援
施
設
を
運

営
す
る
社
会
福
祉
法
人

○
○

運
営
費
・事
業
費

設
定
単
価
に

よ
る

16
,1
71

17

N
P
O
法
人
ウ
ィ
メ
ン
ズ
ハ
ウ
ス
・

花
み
ず
き

○
1,
00
0千
円

1,
00
0
18

N
P
O
法
人
グ
ル
ー
プ
・ビ
ボ

○
1,
00
0千
円

1,
00
0
18

N
P
O
法
人
か
な
が
わ
・女
の
ス

ペ
ー
ス
み゙
ず
ら゙

○
58
5
18

ウ
エ
ス
ト
神
奈
川
女
性
の
人
権

を
守
る
会

○
45
5
18

京
都
市
社
会
福
祉
法
人
宏
量
福
祉
会

Ｄ
Ｖ

補
助
金

京
都
市
民
間
緊
急
一

時
保
護
施
設
補
助
金

交
付
要
綱

文
化
市
民
局

共
同
参
画
社

会
推
進
部
男

女
共
同
参
画

推
進
課

　
配
偶
者
暴
力
防
止
法
第
１
条
第
２
項
に
規

定
す
る
被
害
者
及
び
そ
の
家
族
を
保
護
す
る

た
め
の
施
設
を
運
営
す
る
団
体
で
，
市
内
に

主
た
る
事
務
所
を
有
し
，
概
ね
１
年
以
上
の

実
績
が
あ
り
，
営
利
目
的
で
な
い
こ
と
。

○
　
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・バ
イ
オ
レ
ン
ス
被
害
者
の
緊
急
一
時
保
護

施
設
の
運
営

受
入
可
能
世

帯
が
１
世
帯

の
場
合
月
額

5万
円
以

内
，
受
入
世

帯
が
２
世
帯

以
上
の
場
合

月
額
10
万
円

以
内

85
0
17

大
阪
市
社
会
福
祉
法
人
大
阪
婦
人

ホ
ー
ム

Ｄ
Ｖ

補
助
金

配
偶
者
か
ら
の
暴
力

の
被
害
者
の
た
め
の

緊
急
一
時
保
護
事
業

補
助
金
交
付
要
綱

市
民
局
男
女

共
同
参
画
課

市
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長
が
依
頼
し
た
Ｄ

Ｖ
被
害
者
の
一
時
保
護
施
設
を
運
営
す
る
事

業
者

○

夜
間
の
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
受
け
入
れ
体
制
の
確
保
に
要
す
る
人

件
費
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
終
日
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
警
備
に
関

す
る
経
費

予
算
の
範
囲

内
12
,8
04

17

福
岡
市
民
間
２
団
体

D
V

補
助
金

福
岡
市
緊
急
一
時
保

護
事
業
補
助
金
交
付

要
綱

こ
ど
も
未
来
局

こ
ど
も
部
こ
ど

も
家
庭
課

民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
と
し
て
の
実
績
が
あ
る
こ

と
。

○
シ
ェ
ル
タ
ー

1団
体
50
0千

円
を
上
限
と

す
る

1団
体
50
0
17

補
助
金

一
時
保
護
、
シ
ェ
ル
タ
ー

保
護
施
設
利

用
１
件
に
つ

き 65
,0
00
円

・県
内
で
の
シ
ェ
ル
タ
ー
運
営
に
実
績
有
り
・

十
分
な
信
頼
性
が
有
り
連
携
が
可
能
・十
分

な
人
的
体
制
有
り
　
等
　
※
神
奈
川
県
が
団

体
を
選
定

健
康
福
祉
局

こ
ど
も
事
業
本

部
こ
ど
も
施
策

推
進
部
こ
ど
も

家
庭
課

川
崎
市
女
性
等
緊
急

一
時
保
護
施
設
補
助

金
交
付
要
綱

川
崎
市
内
に
お
い
て
女
性
等
緊
急
一
時
保

護
施
設
を
運
営
し
て
い
る
団
体
（要
綱
第
2

条
）

負
担
金

神
奈
川
県
・県
内
市

町
村
・民
間
活
動
団

体
の
協
働
に
よ
る
女

性
へ
の
暴
力
に
対
す

る
緊
急
一
時
保
護
実

施
要
綱

横
浜
市

川
崎
市

社
会
福
祉
法
人
礼
拝
会

Ｄ
Ｖ

Ｄ
Ｖ

運
営
費
の
一
部

補
助
金

横
浜
市
女
性
緊
急
一

時
保
護
施
設
補
助
金

交
付
要
綱

こ
ど
も
青
少
年

局
こ
ど
も
家
庭

課

要
綱
に
定
め
る
女
性
緊
急
一
時
保
護
事
業

の
実
施
団
体

13



②
そ
の
他

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
主
な
内
容

群
馬
県

財
団
法
人
佐
藤

交
通
遺
児
福
祉

基
金

交
通
事
故

補
助
金

財
団
法
人
佐
藤
交
通

遺
児
福
祉
基
金
運
営

費
補
助
金
交
付
要
綱
交
通
政
策
課
な
し

○
県
内
在
住
交
通
遺
児
へ
の
奨
学
手
当
の
給
付
な
ど
の
事
業

の
運
営

予
算
の
範
囲
内

22
5

18

滋
賀
県

財
団
法
人
お
り
づ

る
会

交
通
遺
児

補
助
金

交
通
遺
児
援
護
団
体

育
成
補
助
金
交
付
要

綱
交
通
政
策
課

○
（財
）お
り
づ
る
会
の
運
営
補
助

定
額

19
0

17

財
団
法
人
奈
良

県
交
通
遺
児
等

援
護
会

交
通
事
故

補
助
金

財
団
法
人
奈
良
県
交

通
遺
児
等
援
護
会
激

励
金
支
給
規
程

こ
ど
も
家
庭
課
な
し

○
交
通
遺
児
・遺
族
を
激
励
す
る
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
事
業
の
実

施
60

0
17

奈
良
県
交
通
災

害
遺
族
会

交
通
事
故

補
助
金

交
通
災
害
遺
族
会
活

動
推
進
事
業
費
補
助

金
交
付
要
綱

交
通
安
全
対

策
課

奈
良
県
交
通
災
害
遺
族
会
に
対
し
、
そ
の
活

動
事
業
に
要
す
る
経
費

○
活
動
事
業
に
要
す
る
経
費

40
5

17

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
　
リ
ー

ガ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
し
ま
ね

○
○

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
に
関
す
る
無
料
相
談
会
　
悪
質
商
法
、
高
金

利
問
題
に
関
す
る
講
演
会

2,
00

0千
円

1,
90

0
17

し
ま
ね
住
宅
問
題

研
究
会

○
○

住
宅
関
連
の
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
に
関
す
る
無
料
相
談
、
リ

フ
ォ
ー
ム
に
よ
る
消
費
者
被
害
防
止
及
び
ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
に

関
す
る
不
安
解
消
の
た
め
の
資
料
展
示
会

2,
00

0千
円

2,
00

0
17

佐
田
町
消
費
者

問
題
研
究
会

○
高
齢
者
を
狙
っ
た
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
の
講
演
会

60
0千
円

70
17

生
活
協
同
組
合
し

ま
ね

○
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
形
式
で
、
体
験
的
に
楽
し
く親
子
が
学
ぶ
金

銭
教
育
手
法
と
し
て
考
案
さ
れ
た
ゲ
ー
ム
を
使
っ
て
学
習
す
る

60
0千
円

11
6

17

広
島
県

財
団
法
人
　
広
島

県
交
通
安
全
協

会

交
通
事
故

補
助
金

広
島
県
補
助
金
交
付

規
則
・広
島
県
交
通

安
全
協
会
事
業
補
助

金
交
付
要
綱

県
警
察
本
部

○
○

広
報
啓
発
、
交
通
事
故
相
談
「交
通
事
故
相
談
業
務
費
用
」

に
は
，
補
助
金
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。

な
し

80
0

17

徳
島
県

徳
島
県
交
通
遺

児
育
成
会

交
通
事
故

負
担
金

県
民
環
境
部

県
民
環
境
政

策
課

奨
学
金
の
支
給

1,
00

0
17

福
岡
県

社
団
法
人
　
福
岡

県
交
通
遺
児
を
支

え
る
会

交
通
事
故

補
助
金

社
団
法
人
　
福
岡
県

交
通
遺
児
を
支
え
る

会
補
助
金
交
付
要
綱

企
画
振
興
部

交
通
対
策
課
な
し
（当
該
団
体
を
目
的
と
し
た
助
成
）

○
○

・通
信
費
、
旅
費
・遺
児
に
対
す
る
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
事
業

知
事
の
定
め
る

額
1,

00
0

17

大
分
県

大
分
県
交
通
安

全
推
進
協
議
会

交
通
事
故

補
助
金

要
綱

生
活
環
境
部

県
民
生
活
・男

女
共
同
参
画

課

な
し

○
○

人
件
費
補
助
、
交
通
事
故
遺
児
に
給
付
金
等
助
成

予
算
の
範
囲
内

9,
77

5
17

北
九
州
市

社
団
法
人
福
岡

県
交
通
遺
児
を
支

え
る
会
北
九
州
総

支
部

交
通
事
故

補
助
金

北
九
州
市
補
助
金
等

交
付
規
則
、
福
岡
県

交
通
遺
児
を
支
え
る

会
北
九
州
総
支
部
補

助
金
交
付
要
綱

安
全
・安
心
課
特
定
の
社
団
法
人
が
行
う
「遺
族
及
び
被
害

者
の
救
済
、
福
祉
更
生
の
援
助
に
係
る
事

業
」

○
○

○
心
配
ご
と
相
談
、
遺
族
実
態
調
査
、
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン

予
算
補
助
の
た

め
、
上
限
は
年
度

ご
と
の
予
算
で
決

定
す
る
。

30
0

17

島
根
県

奈
良
県

(2
)特
定
分
野
の
被
害
類
型
を
対
象
と
す
る
支
援
団
体
等
（続
き
）

地
方
公
共
団

体
名

被
害
類
型

支
援
団
体
等
名

⇒
1.
運
営
管
理
一
般
、

2.
相
談
・面
談
、

3.
情
報
提
供
、

4.
付
き
添
い
、

5.
保
護
、

6．
広
報
啓
発
、

7.
人
材
養
成
、

8.
調
査
研
究
、

9.
自
助
グ
ル
ー
プ
へ
の
支
援
、

10
.そ
の
他
、

11
．
な
し
（特
定
の
事
業
を
定
め
ず
会
費
等
を
支
出
）

年
度
実
績

支
出
形
態

援
助
の
資
格
要
件

金
額
の
上
限
等

援
助
額

（単
位
：千
円
）

根
拠
規
程

担
当
課
室

対
象
事
業

環
境
生
活
総

務
課
消
費
生

活
室

消
費
者
被
害

平
成

17
年
度
消
費
者

活
動
推
進
事
業
実
施

要
領

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
・住
民
グ
ル
ー
プ
・゚企
業

委
託
料

消
費
者
被
害
の
未
然
防
止
、
拡
大
防
止
に

努
め
て
い
る
団
体

「県
民
と
の
協
働
に

よ
る
島
根
づ
くり
事

業
」募
集
要
項

委
託
料
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２
．
財
政
的
援
助
以
外
の
援
助
に
つ
い
て

（１
）犯
罪
被
害
全
般
を
対
象
と
す
る
支
援
団
体
等

地
方
公
共

団
体
名

支
援
団
体
等
名
（○
印
：全
国
被
害
者
支
援

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
加
盟
団
体
）

実
施
課
室

援
助

形
態

具
体
的
な
内
容

北
海
道
警
察

1
犯
罪
被
害
者
等
支
援
団
体
を
広
く
道
民
に
周
知
す
る
た
め
、
ポ
ス
タ
ー
掲
示
や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
（被
害
相
談
窓
口
掲
載
の
も
の
）の
配
布
を
実
施
し
て
い
る
。

北
海
道
警
察

2
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
研
修
会
に
際
し
て
、
警
察
に
お
い
て
実
施
し
て
い
る
施
策
や
犯
罪
被
害
給
付
制
度
の
説
明
等
を
要
請
に
応
じ
て
実
施
し
て
い
る
。

北
海
道
警
察

1
犯
罪
被
害
者
等
支
援
団
体
を
広
く
道
民
に
周
知
す
る
た
め
、
ポ
ス
タ
ー
掲
示
や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
（被
害
相
談
窓
口
掲
載
の
も
の
）の
配
布
を
実
施
し
て
い
る
。

北
海
道
警
察

2
当
該
相
談
室
に
お
い
て
毎
月
開
催
さ
れ
て
い
る
定
例
会
被
害
者
対
策
係
長
が
、
犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
の
関
係
や
警
察
の
被
害
者
対
策
に
つ
い
て
の
講
話
を
実
施
し
た
。

釧
路
被
害
者
相
談
室

北
海
道
警
察

1
犯
罪
被
害
者
等
支
援
団
体
を
広
く
道
民
に
周
知
す
る
た
め
、
ポ
ス
タ
ー
掲
示
や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
（被
害
相
談
窓
口
掲
載
の
も
の
）の
配
布
を
実
施
し
て
い
る
。

北
海
道
警
察

1
犯
罪
被
害
者
等
支
援
団
体
を
広
く
道
民
に
周
知
す
る
た
め
、
ポ
ス
タ
ー
掲
示
や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
（被
害
相
談
窓
口
掲
載
の
も
の
）の
配
布
を
実
施
し
て
い
る
。

北
海
道
警
察

2
当
該
相
談
室
に
お
い
て
毎
月
開
催
さ
れ
て
い
る
定
例
会
被
害
者
対
策
係
長
が
、
犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
の
関
係
や
警
察
の
被
害
者
対
策
に
つ
い
て
の
講
話
を
実
施
し
た
。

北
海
道
警
察

1
犯
罪
被
害
者
等
支
援
団
体
を
広
く
道
民
に
周
知
す
る
た
め
、
ポ
ス
タ
ー
掲
示
や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
（被
害
相
談
窓
口
掲
載
の
も
の
）の
配
布
を
実
施
し
て
い
る
。

北
海
道
警
察

2
当
該
相
談
室
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
座
談
会
に
お
い
て
、
苫
小
牧
署
警
務
課
員
が
被
害
者
支
援
の
実
態
に
つ
い
て
講
話
を
実
施
し
た
。

岩
手
県

○
い
わ
て
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

警
察
本
部
県
民
課
被
害
者
対
策
室

2
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
対
す
る
研
修
へ
の
講
師
派
遣

県
民
文
化
政
策
課
、
中
央
男
女
共
同
参
画

セ
ン
タ
ー
、
警
察
本
部
警
務
課
犯
罪
被
害
者

対
策
室

1
秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動
「交
通
安
全
ふ
れ
あ
い
広
場
」パ
ネ
ル
展
示
自
助
グ
ル
ー
プ
参
加
、
「ハ
ー
モ
ニ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」活
動
紹
介
・展
示
、
「警
察
相
談
の
日
」広
報
活
動
、
全
県

地
域
安
全
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
チ
ラ
シ
配
布
、
秋
田
県
警
察
各
警
察
署
窓
口
募
金
箱
の
設
置
・リ
ー
フ
レ
ッ
ト
、
チ
ラ
シ
、
カ
ー
ド
の
配
布
、

精
神
保
健
セ
ン
タ
ー
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
、
女
性
相
談
所
　
中
央

児
童
相
談
所
、
県
警
察
本
部

2
新
規
支
援
員
養
成
講
座
へ
の
講
師
派
遣
協
力
　
定
例
研
修
会
、
特
別
研
修
会
へ
の
講
師
派
遣
協
力

健
康
推
進
課

3
心
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
「ふ
き
の
と
う
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」へ
の
協
力

精
神
保
健
セ
ン
タ
ー
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
、
中
央
男
女
共
同
参
画

セ
ン
タ
ー
　
生
涯
教
育
セ
ン
タ
ー

4
支
援
員
の
施
設
見
学
　
支
援
員
研
修
の
会
場
　
特
別
研
修
会
の
会
場
　
新
規
支
援
員
募
集
に
係
る
面
接
会
場

子
育
て
支
援
課

5
「秋
田
県
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
基
本
計
画
策
定
委
員
会
」へ
の
委
員
派
遣

県
警
察
本
部
生
活
安
全
総
務
課

2
Ｄ
Ｖ
・ス
ト
ー
カ
ー
養
成
講
座
等
の
講
師
派
遣

県
警
察
本
部
警
務
課
（犯
罪
被
害
者
対
策

室
）県
生
活
環
境
部
生
活
文
化
課
（安
全
な

ま
ち
づ
く
り
推
進
室
）

3
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
等
向
け
施
策
の
情
報
提
供
（県
生
活
文
化
課
）被
害
者
の
氏
名
・住
所
そ
の
他
犯
罪
被
害
の
概
要
に
関
す
る
情
報
の
提
供
（県
警
察
本
部
）

警
務
部
警
務
課

1
事
業
の
共
催
、
ポ
ス
タ
ー
・リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布

関
係
各
課

2
研
修
等
へ
の
講
師
派
遣

警
務
部
警
務
課

3
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
等
向
け
施
策
の
情
報
提
供

警
務
部
警
務
課

4
庁
舎
の
無
償
使
用

総
務
局
人
権
男
女
共
同
参
画
課
・警
察
本

部
被
害
者
支
援
室

1
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座
の
共
催
・ポ
ス
タ
ー
や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布

2
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座
へ
の
講
師
派
遣
。
相
談
員
に
対
し
て
、
協
力
謝
金
を
交
付

5
該
当
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
用
式
材
を
購
入
し
、
団
体
に
貸
与

1
ﾎ
ｽ゚
ﾀｰ
・リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布

2
研
修
等
へ
の
講
師
派
遣

警
察
署
、
地
域
部
鉄
道
警
察
隊
、
交
通
部
高

速
道
路
交
通
警
察
隊
及
び
警
務
部
警
務
課

3
左
記
セ
ン
タ
ー
は
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
に
定
め
る
犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
の
指
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
被
害
者
等
の
同
意
を
得
て
、
被
害

者
等
の
氏
名
・住
所
そ
の
他
犯
罪
被
害
の
概
要
に
関
す
る
情
報
の
提
供

1
団
体
が
主
催
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
の
広
報
活
動
及
び
県
の
後
援
の
取
付
け
等

3
犯
罪
被
害
者
等
の
相
談
窓
口
を
掲
載
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布

1
事
業
の
共
催
、
機
関
誌
、
小
冊
子
の
配
付
、
広
報
用
ポ
ス
タ
ー
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ミ
ナ
ー
へ
の
講
師
派
遣

3
被
害
者
の
同
意
を
得
た
上
で
、
「被
害
者
の
氏
名
、
住
所
、
年
齢
、
性
別
、
連
絡
先
及
び
犯
罪
被
害
の
概
要
等
」の
被
害
者
情
報
を
提
供

1
各
警
察
署
で
の
団
体
ポ
ス
タ
ー
掲
示
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
付
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
へ
の
県
警
音
楽
隊
の
派
遣

2
団
体
の
研
修
棟
へ
の
講
師
派
遣

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
被
害
者
支
援
ネ
ッ
ト

す
て
っ
ぷ
ぐ
ん
ま

○
社
団
法
人
千
葉
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン

タ
ー

警
察
本
部
被
害
者
支
援
室

警
務
部
警
務
課

総
務
部
企
画
課

犯
罪
被
害
者
支
援
室

警
察
本
部
警
務
部
警
務
課
被
害
者
対
策
室

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

○
社
団
法
人
埼
玉
犯
罪
被
害
者
援
助
セ
ン

タ
ー

北
海
道

苫
小
牧
地
区
被
害
者
相
談
室

○
社
団
法
人
北
海
道
家
庭
生
活
総
合
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
（北
海
道
被
害
者
相
談
室
）

○
オ
ホ
ー
ツ
ク
被
害
者
相
談
室

函
館
被
害
者
相
談
室

県
民
生
活
課
・県
警
警
務
課

群
馬
県

⇒
1.
広
報
啓
発
へ
の
協
力
、

2.
人
材
養
成
へ
の
協
力
、

3.
情
報
提
供
、

4.
会
場
、
事
務
所
等
の
提
供
、

5.
そ
の
他

○
社
団
法
人
被
害
者
支
援
都
民
セ
ン
タ
ー

神
奈
川
県
○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
神
奈
川
被
害
者
支

援
セ
ン
タ
ー

秋
田
県

○
社
団
法
人
秋
田
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

○
社
団
法
人
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
と
ち
ぎ

茨
城
県

○
社
団
法
人
い
ば
ら
き
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

栃
木
県
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地
方
公
共

団
体
名

支
援
団
体
等
名
（○
印
：全
国
被
害
者
支
援

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
加
盟
団
体
）

実
施
課
室

援
助

形
態

具
体
的
な
内
容

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

警
察
本
部

1
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
備
付
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
付
支
援
、
「セ
ン
タ
ー
」開
設
時
の
マ
ス
コ
ミ
取
材
支
援
、
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
等
総
会
講
演
に
か
か
る
講
師
支
援

警
察
本
部

2
相
談
員
養
成
時
の
講
師
派
遣
（延
べ
６
人
６
回
）

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

警
察
本
部

3
被
害
者
支
援
要
領
・対
応
等
に
関
す
る
連
携
及
び
情
報
交
換
、
他
県
「支
援
セ
ン
タ
ー
」の
活
動
状
況
に
関
す
る
情
報
の
提
供

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

4
行
政
財
産
の
提
供
（使
用
料
１
／
２
減
免
）

県
民
支
援
相
談
課
被
害
者
支
援
室
、
総
務

課
広
報
室
、
各
警
察
署

1
警
察
作
成
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・電
光
掲
示
板
へ
の
掲
載
、
講
演
会
・キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
共
催
、
ポ
ス
タ
ー
・リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
講
演
会
・キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
お
け
る
警
察
音

楽
隊
の
派
遣
、
警
察
署
・交
番
作
成
の
広
報
誌
に
、
石
川
被
害
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
電
話
番
号
等
の
掲
載

警
察
本
部
関
係
各
課

2
研
修
会
へ
の
講
師
派
遣
（県
民
支
援
相
談
課
、
生
活
安
全
企
画
課
、
少
年
課
、
生
活
環
境
課
、
捜
査
第
１
課
等
）

3
国
、
警
察
に
お
け
る
被
害
者
支
援
施
策
に
関
す
る
情
報
提
供

4
研
修
会
、
講
演
会
会
場
の
借
上
げ
協
力

5
法
人
・団
体
・警
察
職
員
等
に
対
す
る
賛
助
会
員
入
会
に
対
す
る
協
力

2
研
修
等
へ
の
講
師
派
遣

3
警
察
の
被
害
者
支
援
施
策
に
関
す
る
情
報
提
供

1
セ
ン
タ
ー
と
の
協
働
に
よ
る
街
頭
に
お
け
る
広
報
啓
発
活
動
、
講
演
会
の
開
催

2
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
研
修
へ
の
講
師
派
遣

4
県
庁
舎
や
合
同
庁
舎
の
一
角
を
貸
与

1
事
業
の
共
催
・後
援
、
街
頭
及
び
警
察
活
動
時
に
お
け
る
広
報
活
動
（パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布
）

2
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
相
談
員
の
養
成
及
び
相
談
員
研
修
等
へ
の
講
師
派
遣

5
運
営
に
関
す
る
助
言

各
警
察
署
警
務
課

1
ポ
ス
タ
ー
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布

2
研
修
等
へ
の
講
師
派
遣

3
支
援
セ
ン
タ
ー
の
援
助
を
希
望
し
て
い
る
被
害
者
の
犯
罪
被
害
の
概
要
等
の
情
報
の
提
供

5
業
務
補
助

1
ポ
ス
タ
ー
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布
、
講
演
会
へ
の
講
師
派
遣
、
広
報
紙
等
で
の
紹
介

2
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
支
援
員
研
修
会
等
へ
の
講
師
派
遣

3
関
係
機
関
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
犯
罪
被
害
者
向
け
施
策
の
情
報
提
供

4
会
場
借
り
上
げ
、
相
談
場
所
の
提
供

警
察
県
民
セ
ン
タ
－

1
フ
ォ
－
ラ
ム
の
共
催
、
被
害
者
の
手
引
等
で
紹
介

人
権
施
策
推
進
課

1
人
権
啓
発
イ
ベ
ン
ト
「じ
ん
け
ん
フ
ェ
ス
タ
し
が
」の
開
催
に
際
し
、
お
う
み
犯
罪
被
害
者
支
援
ｾ
ﾝﾀ

-の
出
展
ブ
ー
ス
を
設
け
た
。

警
察
県
民
セ
ン
タ
－

2
新
規
電
話
相
談
員
の
事
前
研
修
等
へ
の
講
師
派
遣

警
察
県
民
セ
ン
タ
－

3
犯
罪
被
害
者
等
向
け
施
策
の
情
報
提
供

守
山
市

4
事
務
所
の
無
償
提
供

広
報
課
　
安
心
・安
全
ま
ち
づ
く
り
推
進
室

1
京
都
府
広
報
紙
「府
民
だ
よ
り
」へ
の
相
談
窓
口
の
案
内
・京
都
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
Ｈ
Ｐ
を
京
都
府
及
び
京
都
府
警
察
本
部
Ｈ
Ｐ
に
お
い
て
関
連
団
体
・リ
ン
ク
先
と
し
て
公
開

警
察
本
部
警
務
課
犯
罪
被
害
者
対
策
室

3
早
期
援
助
団
体
で
あ
る
（財
）京
都
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
犯
罪
被
害
者
情
報

H1
6（

10
7件
）、

H1
7（

16
7件
）を
提
供

1
大
阪
被
害
者
支
援
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
セ
ン
タ
ー
主
催
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
へ
の
講
師
派
遣
協
力

2
犯
罪
被
害
給
付
制
度
の
概
要
や
部
外
講
師
に
よ
る
性
犯
罪
被
害
に
対
す
る
教
養
等
を
実
施
。

3
新
規
施
策
の
紹
介
や
既
存
の
制
度
の
改
正
等
に
つ
い
て
、
情
報
提
供
を
行
い
、
犯
罪
被
害
者
相
談
員
制
度
に
よ
る
電
話
相
談
及
び
付
き
添
い
支
援
に
活
用
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

1
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
相
談
窓
口
情
報
提
供
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
で
紹
介

3
不
定
期
に
情
報
交
換
の
場
を
設
け
、
意
見
交
換
等
を
実
施

兵
庫
県
警
本
部
警
務
課

1
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
講
演
会
へ
の
講
師
派
遣
及
び
協
力
援
助
、
啓
発
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
対
す
る
協
力
、
ポ
ス
タ
ー
・パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布

健
康
生
活
部
福
祉
局
障
害
福
祉
課

1
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布
、
講
演
会
等
の
案
内

兵
庫
県
警
本
部
警
務
課

2
電
話
相
談
員
養
成
講
座
へ
の
講
師
派
遣

健
康
生
活
部
福
祉
局
障
害
福
祉
課

2
相
談
員
養
成
研
修
会
の
後
援
承
認

兵
庫
県
警
本
部
警
務
課

3
被
害
者
の
希
望
に
よ
り
、
ひ
ょ
う
ご
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
へ
被
害
者
の
住
所
・氏
名
を
提
供

健
康
生
活
部
福
祉
局
障
害
福
祉
課

3
相
談
者
に
対
す
る
民
間
団
体
相
談
窓
口
の
紹
介
及
び
連
絡
調
整

健
康
生
活
部
福
祉
局
障
害
福
祉
課

5
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
所
長
は
じ
め
中
核
職
員
が
、
当
該
セ
ン
タ
ー
の
設
立
及
び
運
営
の
中
心
と
な
っ
て
推
進

1
街
頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
へ
の
協
力
、
特
別
講
演
開
催
の
協
力
、
ポ
ス
タ
ー
・リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布

大
阪
府

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
大
阪
被
害
者
支

援
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
セ
ン
タ
ー

大
阪
府
警
察
本
部
総
務
部
府
民
応
接
セ
ン

タ
ー

警
務
部
警
察
県
民
セ
ン
タ
ー
、
犯
罪
被
害
者

対
策
室

警
察
本
部
総
務
室
広
報
県
民
課

生
活
文
化
部
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

警
察
本
部
広
聴
広
報
課
被
害
者
対
策
室

京
都
府

○
お
う
み
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

○
社
団
法
人
み
え
犯
罪
被
害
者
総
合
支
援
セ

ン
タ
ー

○
社
団
法
人
京
都
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン

タ
ー

三
重
県

警
察
本
部
警
務
部
警
務
課
犯
罪
被
害
対
策

室
（長
野
県
犯
罪
被
害
者
連
絡
協
議
会
）

警
察
本
部
警
務
課

県
民
支
援
相
談
課
被
害
者
支
援
室

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
長
野
犯
罪
被
害
者

支
援
セ
ン
タ
ー

兵
庫
県

○
NP

O
法
人
　
ひ
ょ
う
ご
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

○
ぎ
ふ
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

岐
阜
県

○
に
い
が
た
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

滋
賀
県

新
潟
県

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
石
川
被
害
者
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

石
川
県

静
岡
県

長
野
県

福
井
県

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
福
井
被
害
者
支
援

セ
ン
タ
ー

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
静
岡
犯
罪
被
害
者

支
援
セ
ン
タ
ー

16



地
方
公
共

団
体
名

支
援
団
体
等
名
（○
印
：全
国
被
害
者
支
援

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
加
盟
団
体
）

実
施
課
室

援
助

形
態

具
体
的
な
内
容

2
研
修
等
へ
の
講
師
派
遣

3
警
察
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
等
向
け
施
設
の
情
報
提
供

5
役
員
（運
営
委
員
）及
び
顧
問
、
参
与
と
し
て
必
要
な
助
言
等
を
実
施

1
共
催
或
い
は
後
援
名
義
等
の
便
宜
、
後
援
名
義
等
の
便
宜

2
被
害
者
支
援
員
養
成
講
座
へ
の
講
師
派
遣

3
相
談
の
連
携

和
歌
山
市

4
和
歌
山
市
の
庁
舎
の
一
部
を
無
償
使
用

警
察
本
部
県
民
応
接
課

1
・警
察
本
部
発
行
の
被
害
者
の
手
引
き
「犯
罪
の
被
害
に
あ
わ
れ
た
方
へ
」の
中
で
当
該
団
体
の
活
動
、
連
絡
先
等
を
紹
介

・被
害
者
支
援
フ
ォ
ー
ラ
ム
（広
報
パ
レ
ー
ド
、
無
料
相
談
等
）に
対
し
て
後
援
し
、
関
係
職
員
を
派
遣

安
全
・安
心
ま
ち
づ
く
り
推
進
室

1
・被
害
者
支
援
フ
ォ
ー
ラ
ム
（シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・相
談
会
等
）へ
の
後
援
、
行
事
の
開
催
案
内
の
広
報
支
援
（市
町
村
広
報
誌
へ
の
掲
載
依
頼
な
ど
）

・県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
当
該
団
体
の
活
動
、
連
絡
先
等
を
紹
介
予
定

警
察
本
部
県
民
応
接
課

2
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座
へ
の
講
師
派
遣

警
察
本
部
県
民
応
接
課

3
お
か
や
ま
被
害
者
支
援
・相
談
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等
の
機
会
を
は
じ
め
随
時
、
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
る
。

安
全
・安
心
ま
ち
づ
く
り
推
進
室

3
不
定
期
に
（月
１
回
程
度
）情
報
交
換
の
場
を
設
け
、
県
の
取
組
状
況
や
今
後
の
施
策
等
に
つ
い
て
情
報
提
供
や
意
見
交
換
を
行
っ
て
い
る
。

県
民
生
活
課

4
岡
山
県
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・N

PO
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
の
貸
事
務
所
を
提
供
（有
償
：期
限
付
）

警
察
本
部
県
民
応
接
課

5
総
会
、
情
報
交
換
会
等
へ
の
出
席

安
全
・安
心
ま
ち
づ
く
り
推
進
室

5
総
会
、
情
報
交
換
会
等
へ
の
出
席

警
察
本
部
県
民
応
接
課

1
警
察
本
部
発
行
の
被
害
者
の
手
引
き
「犯
罪
の
被
害
に
あ
わ
れ
た
方
へ
」の
中
で
当
該
団
体
の
活
動
、
連
絡
先
等
を
紹
介

安
全
・安
心
ま
ち
づ
く
り
推
進
室

1
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
当
該
団
体
の
活
動
、
連
絡
先
等
を
紹
介
予
定

警
察
本
部
県
民
応
接
課

3
お
か
や
ま
被
害
者
支
援
・相
談
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等
の
機
会
を
は
じ
め
随
時
、
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
る
。

安
全
・安
心
ま
ち
づ
く
り
推
進
室

3
不
定
期
に
（月
１
回
程
度
）情
報
交
換
の
場
を
設
け
、
県
の
取
組
状
況
や
今
後
の
施
策
等
に
つ
い
て
情
報
提
供
や
意
見
交
換
を
行
っ
て
い
る
。

警
察
本
部
県
民
応
接
課

5
犯
罪
被
害
者
の
た
め
の
連
続
講
座
等
へ
の
出
席

安
全
・安
心
ま
ち
づ
く
り
推
進
室

5
犯
罪
被
害
者
の
た
め
の
連
続
講
座
等
へ
の
出
席

1
毎
年
１
０
月
３
日
の
「犯
罪
被
害
者
支
援
の
日
」全
国
一
斉
街
頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や
犯
罪
被
害
者
等
へ
の
理
解
と
支
援
を
求
め
る
講
演
や
犯
罪
被
害
者
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
を
共
催

2
電
話
相
談
員
，
直
接
支
援
活
動
員
等
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
の
た
め
の
支
援
員
養
成
研
修
に
講
師
を
派
遣
し
，
被
害
者
支
援
要
領
等
に
つ
い
て
指
導
を
実
施

3
警
察
が
行
っ
て
い
る
犯
罪
被
害
者
支
援
対
策
に
関
す
る
広
報
用
各
種
資
料
，
警
察
そ
の
他
の
相
談
窓
口
を
紹
介
し
た
資
料
，
刑
事
手
続
き
に
関
す
る
資
料
等
の
情
報
を
提
供

4
支
援
員
養
成
研
修
場
所
の
借
上
げ
提
供
及
び
支
援
員
養
成
研
修
中
に
お
け
る
本
部
・警
察
署
見
学
の
実
施

5
犯
罪
被
害
者
等
か
ら
の
求
め
に
応
じ
た
同
セ
ン
タ
ー
の
紹
介
（リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
教
示
）の
実
施
・犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
第
２
３
条
に
定
め
る
公
安
委
員
会
指

定
に
か
か
る
「犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
」に
向
け
た
育
成
・支
援

1
事
業
の
共
催
、
講
演
会
・シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
後
援
、
ポ
ス
タ
ー
・リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
付
、
ふ
れ
あ
い
山
口
へ
の
掲
載

2
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
研
修
に
係
る
警
察
費
当
初
予
算
措
置
（ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
研
修
会
へ
の
講
師
派
遣
、
他
機
関
主
催
研
修
会
へ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
派
遣
、
研
修
会
場
の
借
上
げ
、
先
進
機
関
へ
の

視
察
等
）

3
被
害
者
支
援
情
勢
に
係
る
情
報
提
供
、
新
聞
記
事
の
送
付
、
被
害
者
支
援
の
関
係
機
関
・団
体
の
紹
介

4
研
修
及
び
広
報
啓
発
行
事
の
会
場
借
上
げ

5
寄
付
金
・賛
助
金
等
に
よ
る
財
政
的
支
援
、
団
体
運
営
や
法
人
化
等
に
対
す
る
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

1
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
実
施
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
広
報
資
料
作
成
等
に
関
す
る
協
力
、
講
演
会
の
共
催
、
後
援
等

2
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座
へ
の
講
師
派
遣
、
講
師
手
配
、
受
講
者
の
募
集
に
関
す
る
広
報

3
犯
罪
被
害
者
支
援
の
情
勢
や
施
策
に
関
す
る
情
報
提
供

4
講
演
会
開
催
時
に
お
け
る
会
議
室
の
無
償
使
用

5
運
営
管
理
に
関
す
る
助
言
・指
導
　
　
・警
察
職
員
に
お
け
る
会
費
・寄
附
金
の
収
集

1
交
通
安
全
フ
ェ
ス
タ
、
県
警
音
楽
隊
ふ
れ
愛
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
県
警
共
催
イ
ベ
ン
ト
で
の
広
報
、
広
報
誌
等
へ
の
紹
介
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布

2
電
話
相
談
員
候
補
者
に
対
す
る
事
前
研
修
会
へ
の
講
師
派
遣
及
び
電
話
相
談
員
に
対
す
る
定
期
的
な
研
修
会
へ
の
講
師
派
遣

5
賛
助
会
費
の
募
集
、
定
期
総
会
へ
の
出
席
、
相
談
業
務
等
、
事
業
に
対
す
る
ア
ド
バ
イ
ス

佐
賀
県

○
Ｎ
Ｐ
Ｏ
被
害
者
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
佐
賀
Ｖ
Ｏ
Ｉ

Ｓ
Ｓ

警
察
本
部
警
務
課

2
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座
等
へ
の
講
師
派
遣

警
務
課
被
害
者
対
策
室

山
口
県

愛
媛
県

香
川
県

○
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
か
が
わ

○
Ｎ
Ｐ
Ｏ
こ
こ
ろ
の
支
援
セ
ン
タ
ー
え
ひ
め

警
察
本
部

○
社
団
法
人
広
島
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

広
島
県
警
察
本
部

県
警
本
部
県
民
課

和
歌
山
県
○
特
定
非
営
利
法
人
紀
の
国
被
害
者
支
援
セ

ン
タ
ー

和
歌
山
県
警
察
本
部

県
民
生
活
課

岡
山
県

NP
O
法
人
お
か
や
ま
犯
罪
被
害
者
サ
ポ
ー
ト
・

フ
ァ
ミ
リ
ー
ズ

奈
良
県
警
察
本
部
県
民
サ
ー
ビ
ス
課

広
島
県

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
被
害
者
支
援
セ
ン

タ
ー
「ハ
ー
ト
ラ
イ
ン
や
ま
ぐ
ち
」

奈
良
県

○
な
ら
犯
罪
被
害
者
こ
こ
ろ
の
支
援
セ
ン
タ
ー

○
社
団
法
人
　
被
害
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
お

か
や
ま
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地
方
公
共

団
体
名

支
援
団
体
等
名
（○
印
：全
国
被
害
者
支
援

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
加
盟
団
体
）

実
施
課
室

援
助

形
態

具
体
的
な
内
容

1
民
間
支
援
団
体
と
共
同
で
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
実
施
、
被
害
者
等
に
対
す
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
・紹
介

2
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
相
談
員
養
成
講
座
へ
の
講
師
派
遣

3
警
察
に
お
け
る
被
害
者
支
援
施
策
の
情
報
提
供

4
面
接
相
談
場
所
と
し
て
の
警
察
施
設
の
無
償
使
用

1
事
業
へ
の
後
援
及
び
講
師
派
遣
、
街
頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
へ
の
参
加

2
ボ
ラ
ン
テ
ｲア
養
成
講
座
・継
続
研
修
へ
の
講
師
派
遣

3
犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
へ
の
被
害
者
情
報
の
提
供

4
研
修
会
実
施
に
伴
う
庁
内
会
議
室
の
無
償
提
供

熊
本
県
総
務
部
管
財
課

4
事
務
所
の
無
償
提
供

警
察
本
部
広
報
課

1
「全
国
犯
罪
被
害
者
の
日
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
・バ
ザ
ー
」へ
の
音
楽
隊
の
派
遣
、
バ
ザ
ー
物
品
提
供
、
広
報
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
へ
の
掲
載
、
「県
警
ふ
れ
あ
い
コ
ン
サ
ー
ト
」会
場
で
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

配
布
、
募
金
活
動
の
許
可

県
生
活
環
境
部
県
民
生
活
男
女
共
同
参
画

課
1
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
の
講
演
会
等
の
日
程
を
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
。

県
教
育
委
員
会
体
育
保
健
課

1
講
演
会
の
後
援

警
察
本
部
広
報
課

2
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座
及
び
継
続
研
修
へ
の
講
師
派
遣

1
事
業
の
共
催
、
ポ
ス
タ
ー
・リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布

2
研
修
等
へ
の
講
師
派
遣

3
犯
罪
被
害
者
へ
の
情
報
の
提
供

4
会
場
の
借
り
上
げ
・庁
舎
提
供

警
務
課
，
相
談
広
報
課

1
・事
業
の
共
催
，
後
援
（キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
，
フ
ォ
ー
ラ
ム
等
）

・広
報
誌
，
広
報
番
組
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
紹
介

警
務
課
，
生
活
安
全
企
画
課
，
少
年
課
，
捜

査
第
一
課
，
交
通
指
導
課

2
・ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
相
談
員
養
成
講
座
へ
の
講
師
派
遣

・他
県
（熊
本
県
，
宮
崎
県
）の
支
援
セ
ン
タ
ー
と
の
合
同
研
修
会
開
催

警
務
課

3
県
や
市
町
村
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
等
向
け
施
策
に
関
す
る
情
報
提
供

県
環
境
生
活
部
生
活
・文
化
課

警
察
本
部
警
務
課

4
・か
ご
し
ま
県
民
交
流
セ
ン
タ
ー
内
の
一
部
を
事
務
所
と
し
て
使
用
許
可

(全
額
減
免

)
・ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
研
修
会
場
と
し
て
警
察
本
部
庁
舎
を
無
償
使
用

警
務
部
広
報
相
談
課

1
講
演
会
等
広
報
啓
発
事
業
の
共
催
、
街
頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
へ
の
参
加
、
ポ
ス
タ
ー
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
付

沖
縄
県

警
務
部
広
報
相
談
課

生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

2
被
害
者
支
援
員
養
成
研
修
へ
の
講
師
派
遣

警
務
部
広
報
相
談
課

3
県
の
被
害
者
支
援
総
合
窓
口
に
お
け
る
被
害
者
支
援
施
策
に
つ
い
て
の
情
報
提
供

名
古
屋
市
○
社
団
法
人
被
害
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
あ
い

ち
市
民
経
済
局
地
域
振
興
部
広
聴
課
企
画
係

5
そ
の
他
（後
援
名
義
「名
古
屋
市
」の
使
用
承
認
）

 被
害
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
あ
い
ち
主
催
イ
ベ
ン
ト
「広
げ
よ
う
、
犯
罪
被
害
者
の
輪
を
」、
「文
化
功
労
者
　
作
家
　
曽
野
綾
子
氏
講
演
会
」

○
社
団
法
人
京
都
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン

タ
ー

文
化
市
民
局
市
民
生
活
部
地
域
づ
く
り
推
進

課
1
市
施
設
（区
役
所
等
）に
お
け
る
チ
ラ
シ
等
の
配
布
，
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
リ
ン
ク
，
事
業
へ
の
後
援

社
会
福
祉
法
人
　
宏
量
福
祉
会

保
健
福
祉
局
保
健
福
祉
部

   
こ
こ
ろ
の
健
康

増
進
セ
ン
タ
ー

2
相
談
員
研
修
会
へ
の
講
師
派
遣

1
チ
ラ
シ
、
ポ
ス
タ
ー
等
の
配
布
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
案
内
な
ど
。

3
市
民
か
ら
相
談
や
問
合
せ
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
上
記
セ
ン
タ
ー
を
紹
介
し
て
い
る
。

5
上
記
セ
ン
タ
ー
の
顧
問
に
、
本
市
市
長
が
就
任
し
て
い
る
。
（平
成
１
７
年
４
月
１
７
日
就
任
）

市
民
局
市
民
安
全
推
進
課

警
察
本
部
警
務
課

熊
本
県
警
察
本
部
広
報
県
民
課

○
社
団
法
人
沖
縄
被
害
者
支
援
ゆ
い
セ
ン
タ
ー

県
警
本
部

京
都
市

広
島
市

○
社
団
法
人
広
島
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

宮
崎
県

○
社
団
法
人
宮
崎
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン

タ
ー

鹿
児
島
県
○
社
団
法
人
か
ご
し
ま
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン

タ
ー

大
分
県

○
大
分
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

長
崎
県

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
長
崎
被
害
者
支
援

セ
ン
タ
ー

熊
本
県

○
社
団
法
人
熊
本
県
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン

タ
ー
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岩
手
県

特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
い
わ
て
生
活
者
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

(予
定

)
Ｄ
Ｖ

青
少
年
・男
女
共
同
参
画
課

2
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
対
す
る
研
修
へ
の
講
師
派
遣

山
形
県

特
定
非
営
利
活
動
法
人
サ
ポ
ー
ト
唯

Ｄ
Ｖ

児
童
家
庭
課

3
施
策
の
情
報
提
供
、
研
修
会
の
案
内
、
参
考
資
料
の
提
供
等

児
童
家
庭
支
援
ホ
ー
ム
　
希
望
館

こ
ど
も
家
庭
相
談
室

特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト

 ぐ
ん
ま

社
団
法
人
　
群
馬
県
助
産
師
会

1
県
の
イ
ベ
ン
ト
に
お
け
る
Ｐ
Ｒ
、
寄
付
金
贈
呈
式
に
関
す
る
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス

4
事
務
局
設
置
場
所
を
無
償
貸
与

5
寄
付
金
贈
呈
式
の
執
行
、
事
業
運
営
に
関
す
る
助
言

民
間
団
体

A
DV

男
女
共
同
参
画
課

5
啓
発
資
料
等
の
送
付

婦
人
相
談
セ
ン
タ
ー

2
シ
ェ
ル
タ
ー
ス
タ
ッ
フ
へ
の
研
修

男
女
共
同
参
画
課

5
啓
発
資
料
等
の
送
付

民
間
団
体

C
DV

男
女
共
同
参
画
課

5
啓
発
資
料
等
の
送
付

1
ポ
ス
タ
ー
・リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布

2
県
主
催
の
会
議
、
研
修
会
へ
の
参
加

3
Ｄ
Ｖ
施
策
に
関
す
る
情
報
提
供

1
ポ
ス
タ
ー
・リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布

2
県
主
催
の
会
議
、
研
修
会
へ
の
参
加

3
Ｄ
Ｖ
施
策
に
関
す
る
情
報
提
供

1
ポ
ス
タ
ー
・リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布

2
県
主
催
の
会
議
、
研
修
会
へ
の
参
加

3
Ｄ
Ｖ
施
策
に
関
す
る
情
報
提
供

1
ポ
ス
タ
ー
・リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布

2
県
主
催
の
会
議
、
研
修
会
へ
の
参
加

3
Ｄ
Ｖ
施
策
に
関
す
る
情
報
提
供

健
康
福
祉
部
こ
ど
も
家
庭
室

女
性
相
談
セ
ン
タ
ー

2
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
の
立
ち
上
げ
に
あ
た
り
、
県
が
実
施
す
る
研
修
等
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
シ
ェ
ル
タ
ー
の
設
置
及
び
運
営
に
係
る
知
識
及
び
技
術
を
習
得
す

る
事
業
に
要
す
る
経
費
を
助
成
（初
度
調
達
経
費
の
助
成
と
合
わ
せ
て

20
万
円
を
限
度
）、
年
度
当
初
に
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
研
修
会
を
実
施
、
一
時
保
護
委
託
先
を
対

象
と
し
た
業
務
連
絡
会
を
実
施

女
性
相
談
セ
ン
タ
ー

5
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
県
内

5団
体
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
運
営
支
援

健
康
福
祉
部
こ
ど
も
家
庭
室

女
性
相
談
セ
ン
タ
ー

2
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
の
立
ち
上
げ
に
あ
た
り
、
県
が
実
施
す
る
研
修
等
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
シ
ェ
ル
タ
ー
の
設
置
及
び
運
営
に
係
る
知
識
及
び
技
術
を
習
得
す

る
事
業
に
要
す
る
経
費
を
助
成
（初
度
調
達
経
費
の
助
成
と
合
わ
せ
て

20
万
円
を
限
度
）、
年
度
当
初
に
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
研
修
会
を
実
施
、
一
時
保
護
委
託
先
を
対

象
と
し
た
業
務
連
絡
会
を
実
施

女
性
相
談
セ
ン
タ
ー

5
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
県
内

5団
体
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
運
営
支
援

健
康
福
祉
部
こ
ど
も
家
庭
室

女
性
相
談
セ
ン
タ
ー

2
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
の
立
ち
上
げ
に
あ
た
り
、
県
が
実
施
す
る
研
修
等
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
シ
ェ
ル
タ
ー
の
設
置
及
び
運
営
に
係
る
知
識
及
び
技
術
を
習
得
す

る
事
業
に
要
す
る
経
費
を
助
成
（初
度
調
達
経
費
の
助
成
と
合
わ
せ
て

20
万
円
を
限
度
）、
年
度
当
初
に
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
研
修
会
を
実
施
、
一
時
保
護
委
託
先
を
対

象
と
し
た
業
務
連
絡
会
を
実
施

女
性
相
談
セ
ン
タ
ー

5
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
県
内

5団
体
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
運
営
支
援

健
康
福
祉
部
こ
ど
も
家
庭
室

女
性
相
談
セ
ン
タ
ー

2
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
の
立
ち
上
げ
に
あ
た
り
、
県
が
実
施
す
る
研
修
等
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
シ
ェ
ル
タ
ー
の
設
置
及
び
運
営
に
係
る
知
識
及
び
技
術
を
習
得
す

る
事
業
に
要
す
る
経
費
を
助
成
（初
度
調
達
経
費
の
助
成
と
合
わ
せ
て

20
万
円
を
限
度
）、
年
度
当
初
に
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
研
修
会
を
実
施
、
一
時
保
護
委
託
先
を
対

象
と
し
た
業
務
連
絡
会
を
実
施

女
性
相
談
セ
ン
タ
ー

5
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
県
内

5団
体
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
運
営
支
援

健
康
福
祉
部
こ
ど
も
家
庭
室

女
性
相
談
セ
ン
タ
ー

2
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
の
立
ち
上
げ
に
あ
た
り
、
県
が
実
施
す
る
研
修
等
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
シ
ェ
ル
タ
ー
の
設
置
及
び
運
営
に
係
る
知
識
及
び
技
術
を
習
得
す

る
事
業
に
要
す
る
経
費
を
助
成
（初
度
調
達
経
費
の
助
成
と
合
わ
せ
て

20
万
円
を
限
度
）、
年
度
当
初
に
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
研
修
会
を
実
施
、
一
時
保
護
委
託
先
を
対

象
と
し
た
業
務
連
絡
会
を
実
施

女
性
相
談
セ
ン
タ
ー

5
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
県
内

5団
体
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
運
営
支
援

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ウ
ィ
メ
ン
ズ
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
・に
い
が
た

新
潟
県

静
岡
県

サ
ン
ガ
天
城

特
定
非
営
利
活
動
法
人
磐
田
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー

福
祉
保
健
部
児
童
家
庭
課

福
祉
保
健
部
児
童
家
庭
課

（2
）特
定
被
害
類
型
を
対
象
と
す
る
支
援
団
体
等

地
方
公
共

団
体
名

被
害
類
型

⇒
1.
広
報
啓
発
へ
の
協
力
、

2.
人
材
養
成
へ
の
協
力
、

3.
情
報
提
供
、

4.
会
場
、
事
務
所
等
の
提
供
、

5.
そ
の
他

児
童
虐
待
健
康
福
祉
局
　
青
少
年
こ
ど
も
課

群
馬
県
作
成
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
へ
の
掲
載
。
団
体
作
成
資
料
の
配
付
。

Ｄ
Ｖ

援
助

形
態

実
施
課
室

支
援
団
体
等
団
体
名

具
体
的
な
内
容

福
祉
保
健
部
児
童
家
庭
課

福
祉
保
健
部
児
童
家
庭
課

S＄
Sネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

民
間
団
体

B

特
定
非
営
利
活
動
法
人
女
の
ス
ペ
ー
ス
・じ
ょ
う

え
つ

コ
ア
ラ
の
会

特
定
非
営
利
活
動
法
人
女
の
ス
ペ
ー
ス
・な
が

お
か

特
定
非
営
利
活
動
法
人
女
の
ス
ペ
ー
ス
・に
い

が
た

Ｄ
Ｖ
サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト
静
岡

群
馬
県

埼
玉
県

（財
）佐
藤
交
通
遺
児
福
祉
基
金

交
通
政
策
課

交
通
事
故

1

DV Ｄ
Ｖ
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地
方
公
共

団
体
名

被
害
類
型

⇒
1.
広
報
啓
発
へ
の
協
力
、

2.
人
材
養
成
へ
の
協
力
、

3.
情
報
提
供
、

4.
会
場
、
事
務
所
等
の
提
供
、

5.
そ
の
他

援
助

形
態

実
施
課
室

支
援
団
体
等
団
体
名

具
体
的
な
内
容

ウ
ィ
メ
ン
ズ
ネ
ッ
ト
み
え

健
康
福
祉
部
こ
ど
も
家
庭
室

1
県
広
報
に
お
い
て
、
活
動
内
容
紹
介

1
県
広
報
に
お
い
て
、
活
動
内
容
紹
介

3
内
閣
府
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
事
業
の
情
報
提
供

四
日
市
市
男
女
共
同
研
究
所

健
康
福
祉
部
こ
ど
も
家
庭
室

1
県
広
報
に
お
い
て
、
活
動
内
容
紹
介

三
重
県
里
親
会

健
康
福
祉
部
こ
ど
も
家
庭
室

2
例
年
、
里
親
会
と
合
同
で
里
親
を
支
援
す
る
た
め
、
研
修
会
を
実
施

1
子
ど
も
虐
待
防
止
月
間
に
お
け
る
児
童
虐
待
防
止
啓
発
イ
ベ
ン
ト
の
開
催

2
子
ど
も
を
虐
待
か
ら
守
る
家
他
地
域
支
援
者
を
対
象
と
し
た
研
修
会
の
開
催

3
児
童
虐
待
対
応
Ｑ
＆
Ａ
な
ど
虐
待
防
止
や
早
期
発
見
の
た
め
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
配
布
、
児
童
福
祉
、
Ｄ
Ｖ
、
青
少
年
の
健
全
育
成
等
の
情
報
の
提

供

 Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
子
ど
も
の
虐
待
防
止
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・

し
が

児
童
虐
待
子
ど
も
家
庭
課

1
研
修
会
の
広
報

1
県
広
報
紙

4
事
務
ス
ペ
ー
ス
の
提
供

5
県
職
員
の
兼
務
に
よ
る
事
務
支
援

1
Ｄ
Ｖ
防
止
啓
発
ポ
ス
タ
ー
や
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
た
め
の
啓
発
冊
子
の
配
布
（対
象
：約
５
０
団
体
）

2
『女
性
に
対
す
る
暴
力
対
策
人
材
養
成
支
援
講
座
』の
実
施
　
（対
象
：約
５
０
団
体
）

3
配
偶
者
暴
力
防
止
法
等
基
本
計
画
の
提
供
　
（対
象
：約
５
０
団
体
）

和
歌
山
県
和
歌
山
子
ど
も
の
虐
待
防
止
協
会

児
童
虐
待
子
ど
も
未
来
課

1
事
業
の
共
催
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布

1
消
費
者
セ
ン
タ
ー
の
啓
発
広
報
誌
に
事
業
の
紹
介
を
行
い
、
周
知
を
図
っ
た
。

5
会
場
の
確
保
、
広
報
の
協
力
な
ど
地
元
市
町
村
と
の
連
絡
調
整

し
ま
ね
住
宅
問
題
研
究
会

消
費
者
被
害
環
境
生
活
総
務
課
消
費
生
活
室

1
消
費
者
セ
ン
タ
ー
の
啓
発
広
報
誌
に
事
業
の
紹
介
を
行
い
、
周
知
を
図
っ
た
。

1
警
察
本
部
発
行
の
被
害
者
の
手
引
き
「犯
罪
の
被
害
に
あ
わ
れ
た
方
へ
」の
中
で
当
該
団
体
の
活
動
、
連
絡
先
等
を
紹
介

3
お
か
や
ま
被
害
者
支
援
・相
談
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等
の
機
会
を
は
じ
め
随
時
、
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
る
。

財
団
法
人
広
島
県
交
通
安
全
協
会

交
通
事
故
広
島
県
警
察
本
部

1
交
通
事
故
デ
ー
タ
等
の
提
供
・各
種
交
通
安
全
教
育
の
共
催
，
講
演
等

1
・犯
罪
被
害
防
止
の
た
め
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・手
引
き
等
の
作
成
に
関
し
，
各
種
資
料
を
提
供

・毎
年
実
施
さ
れ
る
理
事
会
，
評
議
委
員
会
，
中
国
管
区
内
暴
力
追
放
推
進
セ
ン
タ
ー
連
絡
協
議
会
，
全
国
暴
力
追
放
推
進
セ
ン
タ
ー
連
絡
協
議
会
の
席
上
，
犯

罪
被
害
者
支
援
に
関
す
る
各
種
情
報
資
料
等
を
提
供

2
毎
年
開
催
さ
れ
る
全
国
暴
力
追
放
相
談
委
員
，
不
当
要
求
防
止
責
任
者
講
習
会
に
警
察
職
員
を
派
遣

3
年
間
３
７
回
実
施
さ
れ
る
不
当
要
求
防
止
責
任
者
講
習
会
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
支
援
に
関
す
る
各
種
資
料
等
の
情
報
を
提
供
（公
安
委
員
会
が
同
県
民
会
議

に
委
託
）

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ホ
ッ
と
る
ー
む
ふ
く
や
ま

2
・ス
タ
ッ
フ
に
対
し
て
，
婦
人
相
談
員
研
修
会
の
事
例
検
討
の
場
へ
の
参
加
を
働
き
か
け
て
い
る
。

・広
島
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
（婦
人
相
談
所
）で
の
研
修
（一
時
保
護
所
の
実
務
や
保
護
命
令
申
立
支
援
に
つ
い
て
の
実
習
）を
実
施
予
定

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ふ
ぁ
み
り
ぃ

2
ス
タ
ッ
フ
に
対
し
て
，
婦
人
相
談
員
研
修
会
の
事
例
検
討
の
場
へ
の
参
加
を
働
き
か
け
て
い
る
。

山
口
女
性
サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

Ｄ
Ｖ
被
害
者
自
立
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
山
口

女
性
の
暴
力
根
絶
を
め
ざ
す
徳
島
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ス
ト
ッ
プ
Ｄ
Ｖ
・サ
ポ
ー
ト
の
会

Ｃ
Ａ
Ｐ
と
く
し
ま

児
童
虐
待
県
民
環
境
政
策
課
　
県
民
活
動
支
援
室

4
一
定
の
要
件
を
満
た
す
と
く
し
ま
県
民
活
動
プ
ラ
ザ
の
登
録
団
体
で
あ
る
た
め
、
共
用
会
議
室
を
無
償
で
貸
与
す
る
。

(常
時
で
な
く
、
必
要
な
と
き
に
）

徳
島
県
交
通
遺
児
育
成
会

県
民
環
境
部
県
民
環
境
政
策
課

5
県
職
員
に
よ
る
団
体
職
員
兼
務

交
通
事
故
勉
強
会

県
民
環
境
政
策
課
　
県
民
活
動
支
援
室

4
一
定
の
要
件
を
満
た
す
と
く
し
ま
県
民
活
動
プ
ラ
ザ
の
登
録
団
体
で
あ
る
た
め
、
共
用
会
議
室
を
無
償
で
貸
与
す
る
。

(常
時
で
な
く
、
必
要
な
と
き
に
）

愛
媛
県

え
ひ
め
Ｄ
Ｖ
被
害
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

Ｄ
Ｖ

男
女
参
画
課

3
県
が
策
定
し
た
Ｄ
Ｖ
防
止
基
本
計
画
及
び
Ｄ
Ｖ
防
止
啓
発
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
提
供

1
（Ｄ
Ｖ
対
策
等
に
関
す
る
）事
業
へ
の
共
催
、
ポ
ス
タ
ー
・リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布

3
国
・県
の
Ｄ
Ｖ
対
策
や
児
童
・母
子
福
祉
施
策
等
の
情
報
提
供
、
互
い
の
事
業
推
進
の
た
め
の
意
見
交
換

活
動
助
成
金
情
報
の
提
供

5
団
体
が
助
成
金
を
提
出
の
際
に
意
見
書
の
提
出

1
事
業
の
共
催

徳
島
県

財
団
法
人
暴
力
追
放
広
島
県
民
会
議

山
口
県

広
島
県

滋
賀
県

県
が
作
成
す
る
啓
発
資
料
へ
の
掲
載
、
ポ
ス
タ
ー
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布
等

広
島
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
（婦
人
相
談
所
）

交
通
政
策
課

健
康
福
祉
部
こ
ど
も
家
庭
室

男
女
共
同
参
画
課

広
島
県
警
察
本
部

1

大
阪
府

三
重
県

く
ろ
ー
ば
ー
他
　
約
５
０
団
体

Ｄ
Ｖ

Ｄ
Ｖ
を
考
え
る
会
・い
が

Ｄ
Ｖ

児
童
虐
待

子
ど
も
を
虐
待
か
ら
守
る
家

交
通
遺
児

財
団
法
人
お
り
づ
る
会

島
根
県

岡
山
県

NP
O
法
人
さ
ん
か
く
ナ
ビ

Ｄ
Ｖ

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
　
リ
ー
ガ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
し
ま
ね

あ
い
あ
い
ね
っ
と

Ｄ
Ｖ

男
女
共
同
参
画
課

Ｄ
Ｖ

Ｄ
Ｖ

県
民
環
境
政
策
課
　
県
民
活
動
支
援
室

県
民
生
活
・男
女
共
同
参
画
課

大
分
県
交
通
安
全
推
進
協
議
会

交
通
事
故

高
知
県

児
童
虐

待
、
Ｄ
Ｖ

等

一
定
の
要
件
を
満
た
す
と
く
し
ま
県
民
活
動
プ
ラ
ザ
の
登
録
団
体
で
あ
る
た
め
、
共
用
会
議
室
を
無
償
で
貸
与
す
る
。

(常
時
で
な
く
、
必
要
な
と
き
に
）

交
通
事
故

暴
力
団
構

成
員
等
の

犯
罪
被
害

全
般

消
費
者
被
害
環
境
生
活
総
務
課
消
費
生
活
室

健
康
福
祉
部
こ
ど
も
家
庭
室

警
察
本
部
県
民
応
接
課

4

男
女
共
同
参
画
・Ｎ
Ｐ
Ｏ
課
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地
方
公
共

団
体
名

被
害
類
型

⇒
1.
広
報
啓
発
へ
の
協
力
、

2.
人
材
養
成
へ
の
協
力
、

3.
情
報
提
供
、

4.
会
場
、
事
務
所
等
の
提
供
、

5.
そ
の
他

援
助

形
態

実
施
課
室

支
援
団
体
等
団
体
名

具
体
的
な
内
容

4
事
務
ス
ペ
ー
ス
の
使
用
許
可
、
会
議
室
無
償
使
用

1
事
業
の
後
援
、
Ｄ
Ｖ
相
談
機
関
と
し
て
県
発
行
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
掲
載
、
講
師
と
し
て
講
演
・研
修
会
等
へ
斡
旋

2
研
修
会
等
へ
の
講
師
派
遣

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
交
通
事
故
問
題
支
援
ネ
ッ
ト

5
同
団
体
が
実
施
す
る
講
演
会
へ
の
名
義
後
援
を
行
っ
て
い
る
。

北
海
道
交
通
事
故
被
害
者
の
会

4
札
幌
市
が
実
施
す
る
交
通
安
全
パ
ネ
ル
展
の
会
場
に
当
該
団
体
の
パ
ネ
ル
も
展
示
し
、
一
体
と
な
っ
て
交
通
事
故
防
止
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
（会
場
使
用

料
等
は
徴
収
し
て
い
な
い
。
）

1
各
区
役
所
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
へ
の
広
報
協
力
依
頼

3
各
区
役
所
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
配
置
女
性
相
談
員
と
の
連
絡
調
整

4
市
民
館
等
使
用
に
係
る
使
用
料
の
減
免
申
請

1
各
区
役
所
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
へ
の
広
報
協
力
依
頼

3
各
区
役
所
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
配
置
女
性
相
談
員
と
の
連
絡
調
整

4
市
民
館
等
使
用
に
係
る
使
用
料
の
減
免
申
請

1
各
区
役
所
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
へ
の
広
報
協
力
依
頼

3
各
区
役
所
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
配
置
女
性
相
談
員
と
の
連
絡
調
整

1
各
区
役
所
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
へ
の
広
報
協
力
依
頼

3
各
区
役
所
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
配
置
女
性
相
談
員
と
の
連
絡
調
整

特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
え
ば
の
会
（女
性
と
子

ど
も
の
性
と
人
権
を
考
え
る
市
民
ネ
ッ
ト
）

大
分
県

県
民
生
活
・男
女
共
同
参
画
課

大
分
県
交
通
安
全
推
進
協
議
会

交
通
事
故

Ｄ
Ｖ

札
幌
市

健
康
福
祉
局
こ
ど
も
家
庭
課

川
崎
市

NP
O
法
人
ウ
ィ
メ
ン
ズ
ハ
ウ
ス
・花
み
ず
き

NP
O
法
人
グ
ル
ー
プ
・ビ
ボ

NP
O
法
人
か
な
が
わ
・女
の
ス
ペ
ー
ス
み゙
ず
ら゙

ウ
エ
ス
ト
神
奈
川
女
性
の
人
権
を
守
る
会

健
康
福
祉
局
こ
ど
も
家
庭
課

市
民
ま
ち
づ
く
り
局
地
域
振
興
部
区
政
課
（交
通

安
全
担
当
）

交
通
事
故

Ｄ
Ｖ

健
康
福
祉
局
こ
ど
も
家
庭
課

健
康
福
祉
局
こ
ど
も
家
庭
課

県
民
生
活
・男
女
共
同
参
画
課
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